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一　

は
じ
め
に

　

憲
法
上
の
個
人
情
報
の
開
示
請
求
権
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
今
や
百
家
争
鳴
の
状
況
に
あ
る
。
ま
ず
、
な
ぜ
開
示
請
求
権
が
憲
法
上
保
障

さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
、
す
で
に
見
解
は
一
致
し
て
い
な
い
。
阪
本
昌
成
や
土
井
真
一
、
曽
我
部
真
裕
ら
は
取
扱
い
の
適
正
さ
の
担
保

と
み
る（
1
）が、
芦
部
信
喜
は
自
己
情
報
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
見
い
出（
2
）し、
山
本
龍
彦
は
両
方
と
み（
3
）る。
次
に
、
開
示
請
求
権
を
権
利
の
内
部

に
位
置
づ
け
る
か
ど
う
か
、
そ
の
場
合
に
何
の
権
利
の
ど
こ
に
位
置
づ
け
る
の
か
に
つ
い
て
も
見
解
が
割
れ
て
い
る
。
佐
藤
幸
治
や
土
井
、

芦
部
ら
は
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
の
国
務
請
求
権
的
側
面（
4
）に、
山
本
は
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
の
「
客
観
法
的
側
面
」
に
（
5
）、
曽

我
部
は
「
個
人
情
報
の
保
護
を
求
め
る
権
利
」
の
一
部（
6
）に、
小
山
剛
は
「
自
由
の
制
限
が
…
…
違
憲
と
な
ら
な
い
た
め
の
条
件
」
に
開
示

請
求
権
を
位
置
づ
け
て
い（
7
）る。

加
え
て
、
開
示
請
求
権
が
抽
象
的
権
利
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
議
論
が
あ
る
。
有
力
説
は
開
示
請

求
権
を
抽
象
的
権
利
と
し
て
理
解
す
る（
8
）が、
竹
中
勲
は
部
分
的
な
具
体
的
権
利
化
を
認（
9
）め、
棟
居
快
行
は
防
御
権
的
な
具
体
的
権
利
説
を

主
張
す
）
10
（

る
。
最
後
に
、
憲
法
上
の
開
示
請
求
権
が
立
法
・
行
政
裁
量
を
統
制
す
る
こ
と
に
つ
い
て
大
方
学
説
は
一
致
し
て
い
る
）
11
（

が
、
そ
の

統
制
の
具
体
的
な
内
実
は
判
然
と
し
な
い
。
曽
我
部
や
音
無
知
展
は
立
法
義
務
や
解
釈
指
針
が
生
じ
る
と
論
じ
る
が
、
そ
れ
は
生
存
権
等

の
抽
象
的
権
利
一
般
に
通
じ
る
論
理
と
し
て
語
ら
れ
て
い
）
12
（

る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
憲
法
上
の
開
示
請
求
権
に
つ
い
て
は
そ
の
①
保
障
根
拠
、
②
位
置
付
け
、
③
権
利
性
質
、
④
裁
量
統
制
に
つ
い

て
議
論
が
あ
り
、
確
立
し
た
理
論
と
い
う
の
は
未
だ
見
受
け
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
で
、

彼
の
地
に
お
い
て
憲
法
上
の
開
示
請
求
権
が
い
か
に
理
論
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
議
論

へ
の
示
唆
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
開
示
請
求
権
は
比
較
的
多
く
の
州
の
憲
法
上
に
明
記
さ
れ
て
い
る
）
13
（
が
、
基

本
法
上
に
は
明
文
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
り
解
釈
論
と
し
て
発
展
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
際
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
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秘
密
裏
の
情
報
処
理
（
基
本
権
介
入
）
を
正
当
化
す
る
開
示
請
求
権
（Auskunftsrecht, Auskunftsanspruch

）
と
、
情
報
自
己
決
定
権
に
内

在
す
る
要
請
と
し
て
の
閲
覧
請
求
権
（Einsichtsrecht

）
と
を
区
別
し
て
、
自
己
情
報
の
開
示
を
求
め
る
権
利
を
生
成
・
発
展
さ
せ
て
き

た
。

　

本
稿
で
は
、
ま
ず
国
勢
調
査
判
決
の
説
示
を
確
認
し
た
う
え
で
（
二
）、
開
示
請
求
権
（
三
）
と
閲
覧
請
求
権
と
に
分
け
て
（
四
）、
連

邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
法
理
を
検
討
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
ド
イ
ツ
の
学
説
に
お
け
る
議
論
を
整
理
し
つ
つ
（
五
）、
筆
者
な
り
の
検
討

を
加
え
、
自
説
を
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
（
六
）。

二　

序
章

―
国
勢
調
査
判
決

　

ま
ず
、
一
九
八
三
年
の
国
勢
調
査
判
決
か
ら
確
認
す
る
。
本
判
決
に
お
い
て
個
人
情
報
の
開
示
請
求
権
は
争
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の

後
の
開
示
請
求
権
お
よ
び
閲
覧
請
求
権
の
生
成
・
発
展
に
と
っ
て
、
極
め
て
重
要
な
説
示
が
展
開
さ
れ
た
。

　

一
つ
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
情
報
自
己
決
定
権
を
導
出
し
た
説
示
で
あ
る
。

　

自
己
に
関
す
る
い
か
な
る
情
報
が
、
自
己
の
社
会
環
境
の
特
定
の
領
域
に
お
い
て
知
ら
れ
て
い
る
の
か
を
十
分
な
確
信
を
も
っ
て
見
通
す

（überschauen

）
こ
と
が
で
き
な
い
者
や
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
相
手
と
な
り
う
る
者
が
何
を
知
っ
て
い
る
か
を
見
積
も
る
（abschätzen

）
こ

と
が
で
き
な
い
者
は
、
自
ら
の
自
己
決
定
に
基
づ
い
て
自
由
に
計
画
し
、
決
定
す
る
こ
と
を
本
質
的
に
妨
げ
ら
れ
る
。
も
は
や
市
民
が
、
誰
が
、
何
を
、

い
つ
、
い
か
な
る
機
会
に
自
己
に
つ
い
て
知
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
社
会
秩
序
や
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
法
秩
序
は
、
情
報
自
己
決
定
権
と
合

致
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
逸
脱
し
た
行
為
方
法
が
常
に
書
き
留
め
ら
れ
、
情
報
と
し
て
持
続
的
に
保
存
、
利
用
な
い
し
提
供
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
確

信
を
持
て
な
い
者
は
、
逸
脱
し
た
行
為
方
法
を
と
る
こ
と
で
目
立
つ
こ
と
の
な
い
よ
う
に
努
め
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
こ
の
こ
と
は
、
個
人
が
展
開
す
る
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機
会
の
み
な
ら
ず
、
公
共
の
福
祉
を
も
妨
害
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
己
決
定
は
、
市
民
の
行
為
能
力
や
協
力
能
力
の
上
に
築
か
れ
る
、
自
由
で
民
主
的

な
共
同
体
が
機
能
す
る
た
め
の
本
質
的
な
条
件
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
次
の
こ
と
が
導
か
れ
る
。
デ
ー
タ
処
理
の
現
代
的
条
件
の
下
に
お
い
て
は
、
制
限
な
き
個
人
デ
ー
タ
の
収
集
、
保
存
、
利
用
お
よ

び
引
渡
か
ら
個
人
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
り
、
は
じ
め
て
個
人
は
自
由
に
人
格
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
基
本
法
一
条

一
項
と
結
合
し
た
二
条
一
項
の
基
本
権
は
、
こ
の
保
護
を
包
含
す
る
。
か
か
る
基
本
権
は
、
そ
の
限
り
で
、
自
己
の
個
人
デ
ー
タ
の
開
示

（Preisgabe
）
と
利
用
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
自
ら
決
定
す
る
個
人
の
権
限
を
保
障
す
る
。
）
14
（

　

こ
こ
で
は
、「
自
己
に
関
す
る
い
か
な
る
情
報
が
、
自
己
の
社
会
環
境
の
特
定
の
領
域
に
お
い
て
知
ら
れ
て
い
る
の
か
を
十
分
な
確
信

を
も
っ
て
見
通
す
こ
と
」、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
相
手
と
な
り
う
る
者
が
何
を
知
っ
て
い
る
か
を
見
積
も
る
こ
と
」、
お
よ
び
「
誰

が
、
何
を
、
い
つ
、
い
か
な
る
機
会
に
自
己
に
つ
い
て
知
る
か
を
知
る
こ
と
」
が
、「
自
ら
の
自
己
決
定
に
基
づ
い
て
自
由
に
計
画
し
、

決
定
す
る
こ
と
」
の
前
提
で
あ
り
、「
自
由
で
民
主
的
な
共
同
体
が
機
能
す
る
た
め
の
本
質
的
な
条
件
」
で
も
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、「
制
限
な
き
個
人
デ
ー
タ
の
収
集
、
保
存
、
利
用
お
よ
び
引
渡
か
ら
個
人
を
保
護
す
る
こ
と
」、「
自
己
の
個
人
デ
ー
タ
の
開

示
と
利
用
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
自
ら
決
定
す
る
個
人
の
権
限
」
が
憲
法
上
要
請
さ
れ
る
と
い
う
。

　

も
う
一
つ
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
か
ら
連
邦
統
計
庁
と
州
統
計
庁
の
記
録
義
務
が
導
出
さ
れ
た
説
示
で
あ
る
。
基
本
法
一
九
条
四
項

一
文
は
、「
何
人
も
、
自
己
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
出
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
、
裁
判
所
に
よ
る
権
利
保
護
を
規

定
す
る
。

　

基
本
法
一
九
条
四
項
は
、
裁
判
所
に
出
訴
す
る
こ
と
の
形
式
的
権
利
と
そ
の
可
能
性
の
み
な
ら
ず
、
権
利
保
護
の
実
効
性
（Effektivität des 

Rechtsschutzes

）
を
も
保
障
す
る
。
市
民
は
、
現
実
に
実
効
的
な
裁
判
所
に
よ
る
統
制
を
求
め
る
、
実
質
的
な
請
求
権
を
有
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
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一
九
八
三
年
国
勢
調
査
法
に
よ
り
、
市
民
が
、
誰
が
、
ど
こ
で
、
い
か
な
る
自
己
の
個
人
関
連
デ
ー
タ
を
、
い
か
な
る
方
法
で
、
い
か
な
る
目
的
の
た

め
に
意
の
ま
ま
に
す
る
か
を
知
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
市
民
の
権
利
保
護
は
憲
法
的
に
不
十
分
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
、
基
本
法
一
九

条
四
項
は
、
連
邦
と
州
の
統
計
庁
が
個
人
関
連
デ
ー
タ
の
伝
達
を
記
録
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
市
民
は
…
…
自
己
の
デ
ー
タ
が
引

き
渡
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
知
り
、
そ
れ
に
対
し
て
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
）
15
（

る
。

　

こ
こ
で
は
、
自
己
情
報
に
対
す
る
処
理
を
知
る
こ
と
が
「
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
」
の
前
提
で
あ
り
、
実
効
的
な
権
利
保
護
の
観
点
か

ら
憲
法
上
要
請
さ
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

両
方
の
説
示
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
他
者
が
自
己
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
の
認
識
可
能
性
に
関
す
る
説
示
で
あ

り
、
情
報
自
己
決
定
権
を
基
礎
づ
け
る
説
示
で
あ
る
。
対
し
て
、
後
者
は
、
自
己
情
報
に
対
す
る
処
理
（
基
本
権
介
入
）
の
認
識
可
能
性

に
関
す
る
説
示
で
あ
り
、
情
報
自
己
決
定
権
を
前
提
と
し
た
基
本
法
一
九
条
四
項
の
説
示
で
あ
る
。

三　

開
示
請
求
権
の
法
理

　

開
示
請
求
権
は
、
後
者
の
論
理
か
ら
発
展
さ
れ
て
き
た
。
ま
ず
、
個
人
は
基
本
法
一
九
条
四
項
と
実
体
的
基
本
権
に
基
づ
き
、
基
本
権

介
入
を
知
る
利
益
を
有
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
利
益
を
い
か
に
具
体
化
す
る
か
は
原
則
と
し
て
立
法
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
開
示
請

求
権
は
そ
の
具
体
化
の
一
つ
の
方
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
情
報
自
己
決
定
権
か
ら
開
示
請
求
権
が
導
出
さ
れ
た
二
〇
〇
八
年

の
税
秘
密
決
定
よ
り
前
の
決
定
・
判
例
と
（
㈠
）、
税
秘
密
決
定
と
に
分
け
て
検
討
す
る
（
㈡
）。
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㈠　

税
秘
密
決
定
よ
り
前
の
判
例

1　

戦
略
的
監
視
判
決

　

ま
ず
、
一
九
九
九
年
の
戦
略
的
監
視
判
決
を
確
認
す
る
。
本
判
決
は
通
知
義
務
（Benachrichtigungspflicht

）
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
開
示
請
求
権
に
も
言
及
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
た
め
（
後
述
す
る
二
〇
〇
〇
年
部
会
決
定
を

参
照
）、
取
り
上
げ
て
お
く
。

　

本
件
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
一
九
九
四
年
犯
罪
対
策
法
に
よ
る
Ｇ
10
の
改
正
で
あ
る
）
16
（
が
、
通
知
義
務
の
合
憲
性
も
争
わ
れ
た
。
Ｇ
10
三

条
八
項
は
一
文
に
て
連
邦
情
報
局
の
監
視
に
関
す
る
通
知
義
務
を
規
定
し
て
い
た
が
、
二
文
に
て
こ
れ
に
限
定
を
か
け
て
い
た
。
二
文
に

よ
れ
ば
、
連
邦
情
報
局
等
が
デ
ー
タ
を
取
得
後
三
カ
月
以
内
に
削
除
し
た
場
合
に
は
、
当
事
者
に
監
視
を
通
知
す
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ

て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
異
議
申
立
人
ら
は
、
Ｇ
10
三
条
八
項
が
基
本
法
一
九
条
四
項
に
違
反
す
る
等
と
主
張
し
）
17
（
た
。

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
、
通
信
の
秘
密
に
対
す
る
介
入
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
当
事
者
が
監
視
措
置
を
認
識
で
き
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
し
た
。
曰
く
、
通
信
の
秘
密
に
対
す
る
介
入
を
正
当
化
す
る
た
め
に
は
、
単
に
基
本
権
介
入
一
般
に
求
め
ら
れ
る
通
常
の
要

求
（
法
律
の
留
保
や
正
当
な
公
益
目
的
、
比
例
原
則
等
）
の
み
な
ら
ず
、
個
人
関
連
デ
ー
タ
の
処
理
に
特
化
し
た
特
段
の
要
求
を
も
充
足
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
）
18
（
い
。
そ
の
要
求
の
一
つ
と
し
て
、
当
事
者
は
自
己
に
関
す
る
監
視
を
認
識
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

　

基
本
法
一
〇
条
は
、
基
本
権
保
持
者
が
自
己
と
関
わ
っ
た
遠
距
離
通
信
監
視
措
置
を
知
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
れ
は
、
実
効
的
な
基
本
権
保
護
に

よ
り
要
請
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
当
事
者
が
監
視
に
つ
い
て
知
ら
な
け
れ
ば
、
当
事
者
は
自
己
の
遠
距
離
通
信
に
対
す
る
把
捉
・
監
視
が
違
法
だ

と
主
張
す
る
こ
と
も
、
削
除
請
求
権
や
訂
正
請
求
権
等
を
行
使
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
要
求
は
、
直
ち
に
基
本
法
一
九
条
四
項
の

裁
判
所
に
よ
る
権
利
保
護
へ
と
縮
減
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
要
求
は
、
情
報
や
デ
ー
タ
を
処
理
す
る
国
家
機
関
に
対
し
て
主
張
し
う
る
、
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特
殊
な
デ
ー
タ
保
護
権
で
あ
）
19
（
る
。

　

こ
こ
で
「
特
殊
な
デ
ー
タ
保
護
権
」
と
い
う
表
現
が
登
場
す
る
が
、
こ
れ
は
具
体
的
権
利
と
し
て
の
開
示
請
求
権
で
は
な
く
、
法
律
に

よ
る
具
体
化
を
要
す
る
抽
象
的
な
利
益
で
あ
る
。
こ
の
利
益
を
い
か
に
具
体
化
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
立
法
裁
量
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
と
い
う
。

　

具
体
的
に
い
か
に
知
ら
せ
る
の
か
は
、
基
本
法
上
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
憲
法
は
た
だ
、
デ
ー
タ
が
秘
密
裏
に
収
集
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

当
事
者
に
開
示
請
求
権
が
付
与
さ
れ
て
い
な
い
場
合
か
、
当
事
者
の
権
利
が
相
当
に
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
当
事
者
へ
の
通
知
を
要
求
す
る
だ

け
で
あ
る
。
）
20
（

　

加
え
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
か
ら
も
同
様
の
要
請
が
導
か
れ
る
と
論
じ
た
。

　

基
本
法
一
九
条
四
項
は
、
裁
判
所
に
よ
る
統
制
と
裁
判
手
続
に
つ
い
て
要
求
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
権
利
保
護
の
保
障
は
、
他
の
実
体
的
権
利
を

行
使
で
き
る
こ
と
を
担
保
す
る
。
通
知
と
い
う
形
で
遠
距
離
通
信
監
視
措
置
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
裁
判
所
に
よ
る
権
利
保
護
を
発
動
す
る
こ
と
の
前
提

な
ら
ば
、
基
本
法
一
〇
条
の
傍
ら
、
権
利
保
護
の
保
障
も
通
知
を
要
求
し
う
る
（
国
勢
調
査
判
決
を
参
照
）。
た
だ
し
、
こ
の
要
求
を
制
限
す
る
こ
と

は
、
法
律
に
よ
る
具
体
化
を
要
す
る
基
本
法
一
九
条
四
項
に
よ
っ
て
も
排
除
さ
れ
て
い
な
）
21
（

い
。

　

最
終
的
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
Ｇ
10
三
条
八
項
二
文
に
つ
い
て
、
三
カ
月
以
内
に
削
除
し
て
も
そ
の
間
に
デ
ー
タ
が
利
用
さ
れ
て
し

ま
う
可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
基
本
法
一
〇
条
と
一
九
条
四
項
に
違
反
す
る
と
判
断
し
）
22
（
た
。
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2　

一
九
九
九
年
決
定

　

そ
の
後
の
一
九
九
九
年
一
〇
月
二
七
日
の
決
定
に
お
い
て
は
個
人
情
報
の
開
示
請
求
が
争
わ
れ
た
が
、
情
報
自
己
決
定
権
か
ら
開
示
請

求
権
は
導
出
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

本
決
定
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
憲
法
擁
護
庁
に
よ
る
適
性
審
査
（Sicherheitsüberprüfung

）
で
あ
る
。
異
議
申
立
人
は
バ
イ
エ
ル
ン

州
公
共
調
達
所
に
て
勤
務
し
て
い
た
が
、
州
憲
法
擁
護
庁
が
異
議
申
立
人
に
つ
い
て
適
性
審
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
異
議
申
立
人
に
機

密
事
項
を
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
結
果
が
得
ら
れ
た
た
め
、
州
内
務
省
は
州
経
済
省
に
こ
れ
を
通
知
し
た
。
異
議
申
立
人

は
自
ら
雇
用
関
係
を
解
消
し
て
複
数
の
ポ
ス
ト
に
応
募
し
た
が
、
外
交
員
と
し
て
の
ポ
ス
ト
し
か
獲
得
で
き
な
か
っ
た
。
異
議
申
立
人
は

州
憲
法
擁
護
庁
に
対
し
て
自
己
情
報
の
開
示
を
請
求
し
た
が
、
州
憲
法
擁
護
庁
は
開
示
に
よ
り
任
務
の
遂
行
が
妨
げ
ら
れ
う
る
と
し
て
、

州
行
政
手
続
法
の
規
定
に
基
づ
き
開
示
を
拒
否
し
た
。
そ
の
後
に
異
議
申
立
人
が
提
起
し
た
訴
訟
に
お
い
て
も
、
州
憲
法
擁
護
庁
と
州
内

務
省
は
行
政
裁
判
所
に
対
し
て
文
書
の
完
全
な
提
出
を
拒
否
し
た
。
行
政
裁
判
所
は
異
議
申
立
人
の
申
し
立
て
に
よ
り
、
適
性
審
査
に
関

す
る
文
書
の
完
全
な
提
出
を
命
じ
る
決
定
を
下
し
た
が
、
州
上
級
行
政
裁
判
所
が
第
一
審
の
決
定
を
覆
し
た
た
め
、
異
議
申
立
人
は
憲
法

異
議
を
申
し
立
て
た
。

　

異
議
申
立
人
は
、
基
本
法
一
条
と
結
合
し
た
二
条
一
項
と
一
九
条
四
項
に
対
す
る
違
反
を
訴
え
た
が
、
そ
の
際
、
次
の
よ
う
に
主
張
し

た
。「
情
報
自
己
決
定
権
は
、
官
庁
に
よ
る
デ
ー
タ
の
収
集
、
保
存
、
利
用
、
引
渡
の
当
事
者
に
対
し
、
原
則
と
し
て
開
示
請
求
権
を
保

障
す
る
。
こ
の
開
示
請
求
権
は
、
裁
判
所
が
行
政
官
庁
の
行
為
を
実
効
的
に
統
制
す
る
こ
と
に
も
奉
仕
す
）
23
（

る
」。

　

こ
れ
に
対
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
本
件
を
行
政
官
庁
の
文
書
提
出
義
務
の
問
題
と
捉
え
た
た
め
、
個
人
情
報
の
開
示
請
求

権
は
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
そ
の
際
、
戦
略
的
監
視
判
決
に
お
け
る
の
と
は
対
照
的
に
、
情
報
自
己
決

定
権
か
ら
生
じ
る
要
請
が
原
則
と
し
て
基
本
法
一
九
条
四
項
か
ら
生
じ
る
要
請
を
超
越
し
な
い
こ
と
を
示
唆
し
た
。
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憲
法
異
議
の
対
象
は
、
異
議
申
立
人
が
情
報
自
己
決
定
権
か
ら
導
出
す
る
実
体
法
的
な
情
報
開
示
請
求
権
で
は
な
く
、
裁
判
手
続
に
お
け
る
情
報
開

示
請
求
の
貫
徹
可
能
性
（D

urchsetzbarkeit

）
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
貫
徹
可
能
性
を
憲
法
上
保
障
す
る
の
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
の
権
利
保

護
の
保
障
で
あ
る
（
国
勢
調
査
判
決
）。
確
か
に
、
実
体
的
基
本
権
は
状
況
に
応
じ
て
裁
判
手
続
に
つ
い
て
要
求
し
う
る
が
、
そ
の
よ
う
な
要
求
が
生

じ
る
の
は
、
ま
さ
に
あ
る
特
定
の
憲
法
上
の
自
由
を
保
障
す
る
た
め
に
必
要
な
、
特
段
の
な
い
し
付
加
的
な
基
準
が
問
題
と
な
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
前
提
条
件
は
存
在
し
な
い
。
…
…
文
書
提
出
の
規
定
や
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
程
度
情
報
自
己
決
定
権
か
ら
基

本
法
一
九
条
四
項
の
保
障
内
容
を
超
越
な
い
し
修
正
す
る
特
段
の
要
求
が
生
じ
う
る
の
か
は
、
明
ら
か
で
な
い
。
）
24
（

3　

二
〇
〇
〇
年
部
会
決
定

　

二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
一
〇
日
の
部
会
決
定
に
お
い
て
も
個
人
情
報
の
開
示
請
求
が
争
わ
れ
た
が
、
情
報
自
己
決
定
権
か
ら
開
示
請
求
権

が
導
か
れ
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
回
避
さ
れ
た
。
本
部
会
決
定
に
お
い
て
は
、
連
邦
憲
法
擁
護
庁
お
よ
び
ベ
ル
リ
ン
州
警
察
長
官
に
対
す

る
自
己
情
報
の
開
示
請
求
が
争
わ
れ
た
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　

両
方
の
事
案
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
っ
ぱ
ら
判
例
が
具
体
化
し
て
き
た
、
開
示
請
求
に
つ
い
て
誤
り
な
く
裁
量
的
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
要
求
が
、
領
域
特
化
的
に
規
律
さ
れ
た
、
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
開
示
義
務
に
代
替
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
件
憲
法
異
議
に
お
い
て
は
、

憲
法
上
い
か
な
る
程
度
、
そ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
の
危
殆
化
を
防
ぐ
開
示
給
付
請
求
権
が
一
般
的
に
要
請
さ
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
特
殊
な
文
脈
に

お
い
て
（
戦
略
的
監
視
判
決
を
参
照
）
要
請
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
根
本
的
な
点
を
、
明
ら
か
に
す
る
必
要
は
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
こ
の
点
に

つ
い
て
、
未
だ
に
立
場
を
表
明
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
開
示
請
求
権
が
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
国
勢
調
査
判
決
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
…
…
本

件
憲
法
異
議
は
、
そ
の
よ
う
な
根
本
的
な
問
い
を
提
起
す
る
も
の
で
は
な
い
。
国
勢
調
査
判
決
以
後
、
立
法
者
は
開
示
請
求
権
と
開
示
義
務
を
法
律
に

よ
り
具
体
化
す
る
過
程
で
、
基
本
法
一
条
一
項
と
結
合
し
た
二
条
一
項
の
情
報
自
己
決
定
権
を
考
慮
し
て
き
た
し
、
ま
た
必
要
な
場
合
に
は
、
市
民
が

デ
ー
タ
の
違
法
な
取
り
扱
い
に
対
し
て
、
裁
判
所
に
よ
る
権
利
保
護
を
要
求
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
）
25
（

る
。
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こ
こ
で
特
筆
に
値
す
る
の
は
、
開
示
請
求
権
が
「
一
般
的
に
」
要
請
さ
れ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
仮
に
そ
う
で

あ
れ
ば
、
開
示
請
求
権
が
要
請
さ
れ
る
の
は
、
秘
密
裏
の
デ
ー
タ
処
理
を
正
当
化
す
る
た
め
の
「
特
殊
な
文
脈
に
お
い
て
」
に
と
ど
ま
ら

な
い
。
も
っ
と
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
こ
れ
に
つ
い
て
判
断
し
な
か
っ
た
。

4　

大
盗
聴
判
決

　

二
〇
〇
三
年
の
大
盗
聴
判
決
は
、
戦
略
的
監
視
判
決
と
同
様
に
通
知
義
務
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
も
の
だ
が
、
税
秘
密
決
定
に
お
い
て

も
引
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

　

本
判
決
で
争
わ
れ
た
の
は
、
一
九
九
八
年
組
織
犯
罪
対
策
法
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
刑
事
訴
訟
法
の
聴
覚
的
住
居
監
視
に
関
す
る
規
定
の

合
憲
性
で
あ
っ
た
が
、
監
視
の
通
知
の
合
憲
性
も
争
点
の
一
つ
と
な
っ
た
。
改
正
後
の
刑
事
訴
訟
法
一
〇
一
条
一
項
は
、
一
文
に
て
「
調

査
目
的
や
公
共
の
安
全
、
人
の
身
体
や
生
命
に
加
え
、
投
入
さ
れ
た
秘
密
捜
査
員
の
以
後
の
投
入
が
脅
か
さ
れ
な
い
限
り
」
直
ち
に
聴
覚

的
監
視
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
、
二
文
に
て
聴
覚
的
住
居
監
視
の
実
施
後
六
カ
月
以
内
に
通
知
し
な
い
場
合
に
は
裁
判
官
に

よ
る
同
意
が
必
要
で
あ
る
旨
を
規
定
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
異
議
申
立
人
ら
は
、
通
知
義
務
が
基
本
法
一
九
条
四
項
に
違
反
す
る
と

主
張
し
）
26
（

た
。

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
、
戦
略
的
監
視
判
決
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
自
己
に
関
す
る
デ
ー
タ
処
理
を
知
る
こ
と
が
憲
法
上
の

要
請
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
具
体
化
が
原
則
と
し
て
立
法
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

実
効
的
な
裁
判
所
に
よ
る
権
利
保
護
（
基
本
法
一
九
条
四
項
）
の
要
請
と
結
合
し
た
基
本
法
一
三
条
一
項
は
、
基
本
権
保
持
者
が
自
己
に
関
す
る
聴

覚
的
住
居
監
視
措
置
を
知
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

　

基
本
権
保
持
者
が
自
己
の
基
本
権
に
対
す
る
介
入
を
認
識
で
き
な
い
場
合
に
は
、
実
効
的
な
基
本
権
保
護
の
保
障
に
基
づ
き
、
基
本
権
保
持
者
は
原



個人情報の開示請求権に関する憲法学的考察

53

則
と
し
て
、
国
家
に
よ
る
当
該
措
置
を
事
後
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
基
本
法
一
〇
条
に
つ
い
て
、
戦
略
的
監
視
判
決
を
参
照
）。

当
事
者
は
、
そ
の
よ
う
に
措
置
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
情
報
の
取
得
が
違
法
で
あ
る
と
主
張
し
た
り
、
記
録
の
削
除
を
請
求
し
た
り
す
る
こ

と
も
で
き
な
い
。
加
え
て
、
事
後
的
な
通
知
は
介
入
が
秘
密
裏
に
行
わ
れ
る
た
め
、
聴
聞
が
実
施
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
要
請
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的

に
い
か
に
知
ら
せ
る
の
か
は
、
基
本
法
上
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
憲
法
は
た
だ
、
デ
ー
タ
が
秘
密
裏
に
収
集
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
事
者
に

開
示
請
求
権
が
付
与
さ
れ
て
い
な
い
場
合
か
、
当
事
者
の
権
利
が
相
当
に
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
当
事
者
へ
の
通
知
を
要
求
す
る
だ
け
で
あ
る

（
基
本
法
一
〇
条
に
つ
い
て
、
戦
略
的
監
視
判
決
を
参
照
）。
…
…

　

そ
の
傍
ら
、
通
知
が
裁
判
所
に
よ
る
権
利
保
護
を
可
能
に
す
る
た
め
の
前
提
で
あ
る
場
合
に
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
の
権
利
保
護
の
保
障
も
原
則

と
し
て
通
知
を
要
求
す
る
。
）
27
（

　

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
刑
事
訴
訟
法
一
〇
一
条
一
項
が
基
本
法
一
九
条
四
項
と
合
致
し
な
い
と
し
た
。
ま

ず
、
同
項
一
文
の
「
公
共
の
安
全
」
と
「
投
入
さ
れ
た
秘
密
捜
査
員
の
以
後
の
投
入
」
と
い
う
部
分
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
に
違
反
す

る
。
ま
た
、
二
文
に
つ
い
て
も
、
裁
判
所
は
当
事
者
に
通
知
が
な
さ
れ
る
ま
で
複
数
回
介
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
通
知
義
務
が
憲
法
上

十
分
に
担
保
さ
れ
て
い
な
い
と
し
）
28
（

た
。

5　

口
座
マ
ス
タ
デ
ー
タ
決
定

　

二
〇
〇
七
年
六
月
一
三
日
の
決
定
に
お
い
て
は
再
び
個
人
情
報
の
開
示
請
求
権
が
争
わ
れ
た
が
、
基
本
法
一
九
条
四
項
の
論
理
と
し
て

論
じ
ら
れ
た
た
め
、
情
報
自
己
決
定
権
か
ら
開
示
請
求
権
は
導
出
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

本
決
定
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
複
数
の
官
庁
に
よ
る
口
座
マ
ス
タ
デ
ー
タ
（Kontostam

m
daten

）
の
呼
出
（Abruf

）
で
あ
る
。
信

用
制
度
法
二
四
ｃ
条
は
、
あ
ら
ゆ
る
金
融
機
関
が
特
定
の
口
座
マ
ス
タ
デ
ー
タ
を
保
存
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
す
る
こ
と
と
、
連
邦

金
融
監
督
庁
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
デ
ー
タ
を
呼
び
出
せ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
三
年
誠
実
納
税
促
進
法
に
よ
り
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租
税
基
本
法
が
改
正
さ
れ
る
と
、
税
務
官
庁
等
も
口
座
マ
ス
タ
デ
ー
タ
を
呼
び
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

本
決
定
に
お
い
て
は
主
と
し
て
デ
ー
タ
の
呼
出
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
が
、
当
事
者
が
呼
出
を
知
る
機
会
が
十
分
に
保
障
さ
れ
て
い
る

か
ど
う
か
も
争
点
の
一
つ
と
な
っ
た
。
異
議
申
立
人
ら
は
、
当
事
者
が
十
分
に
口
座
マ
ス
タ
デ
ー
タ
の
呼
出
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

主
張
し
た
。
信
用
制
度
法
や
租
税
基
本
法
は
口
座
マ
ス
タ
デ
ー
タ
の
秘
密
裏
の
呼
出
を
授
権
し
て
い
た
が
、
呼
出
の
事
後
的
な
通
知
を
規

定
し
て
い
な
か
っ
た
。

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
基
本
権
一
九
条
四
項
に
よ
り
、
当
事
者
が
情
報
自
己
決
定
権
に
対
す
る
秘
密
裏

の
介
入
を
知
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
具
体
化
が
原
則
と
し
て
立
法
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

情
報
自
己
決
定
権
へ
の
秘
密
裏
の
介
入
に
対
す
る
十
分
に
実
効
的
な
権
利
保
護
は
、
そ
も
そ
も
当
事
者
が
当
該
介
入
を
知
り
う
る
こ
と
を
前
提
と
す

る
。
当
事
者
が
介
入
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
介
入
の
違
法
性
を
主
張
す
る
こ
と
も
、
削
除
請
求
権
や
訂
正
請
求
権
等
を
行
使
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
具
体
的
に
い
か
に
知
ら
せ
る
の
か
は
、
基
本
法
上
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
デ
ー
タ
が
秘
密
裏
に
収
集
さ
れ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
事
者
に
開
示
請
求
権
が
付
与
さ
れ
て
い
な
い
場
合
か
、
当
事
者
の
権
利
が
相
当
に
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
事
者
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
国
勢
調
査
判
決
、
戦
略
的
監
視
判
決
、
大
盗
聴
判
決
を
参
照
）。
）
29
（

　

そ
の
う
え
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
基
本
法
一
九
条
四
項
の
基
準
に
照
ら
し
て
、
当
事
者
は
十
分
に
デ
ー
タ
の
呼
出
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
と
判
断
し
た
。
確
か
に
、
信
用
制
度
法
や
租
税
基
本
法
は
、
当
事
者
に
対
す
る
呼
出
の
事
後
的
な
通
知
を
規
定
し
て
い
な
い
。
し
か

し
、
各
々
の
官
庁
に
適
用
さ
れ
る
刑
事
訴
訟
法
や
社
会
法
典
の
規
定
は
、
原
則
と
し
て
、
口
座
マ
ス
タ
デ
ー
タ
の
呼
出
の
対
象
と
な
る
者

に
開
示
請
求
権
を
付
与
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
は
遅
く
と
も
、
各
々
の
官
庁
が
呼
び
出
し
た
デ
ー
タ
を
用
い
て

当
事
者
に
不
利
益
が
発
生
し
た
時
点
で
、
開
示
請
求
権
を
現
実
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
立
法
者
に
、
こ
れ
以
上
の
制
度
構
築
は
求
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め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
。

　

問
題
と
な
る
規
範
に
、
こ
れ
以
上
の
知
る
権
利
を
規
定
す
る
必
要
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
立
法
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
官
庁
が
、
あ
ら
ゆ
る
口
座
呼
出
の

後
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
口
座
呼
出
に
よ
り
当
事
者
に
不
利
益
が
生
じ
な
い
な
ら
ば
、
常
に
官
庁
が
当
事
者

に
対
し
て
裁
判
所
へ
の
出
訴
に
必
要
な
情
報
を
積
極
的
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
当
事
者
が
確
定
や
不
作
為
を
求
め
る
利
益
は
重
く
な
い
。

そ
の
限
り
で
、
問
題
と
な
る
規
範
に
つ
い
て
基
本
権
か
ら
生
じ
る
要
求
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
基
本
権
介
入
の
特
段
の
重
み
ゆ
え
、
当
事
者
に
対
す

る
積
極
的
な
通
知
を
求
め
た
よ
う
な
事
案
に
お
け
る
要
求
と
は
、
異
な
る
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
基
本
法
一
〇
条
に
つ
い
て
は

戦
略
的
監
視
判
決
を
、
基
本
法
一
三
条
に
つ
い
て
は
大
盗
聴
判
決
を
参
）
30
（
照
）。

㈡　

税
秘
密
決
定

　

遂
に
二
〇
〇
八
年
の
税
秘
密
決
定
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
情
報
自
己
決
定
権
か
ら
開
示
請
求
権
を
論
じ
た
。
本
件
に
お
い
て

は
、
連
邦
中
央
税
務
庁
（Bundeszentralam

t für Steuern
）
に
対
す
る
個
人
情
報
の
開
示
請
求
が
争
わ
れ
た
。
連
邦
中
央
税
務
庁
は
税
の

外
国
関
係
の
解
明
を
目
的
と
し
た
情
報
セ
ン
タ
ー
を
運
営
し
て
い
た
が
、
こ
の
情
報
セ
ン
タ
ー
に
は
一
三
の
フ
ァ
イ
ル
が
存
在
し
、
異
議

申
立
人
の
名
前
や
外
国
会
社
と
の
関
係
に
関
す
る
デ
ー
タ
が
保
存
さ
れ
て
い
た
。
連
邦
中
央
税
務
庁
が
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
税
務
署
に
転

送
し
た
と
こ
ろ
、
異
議
申
立
人
は
不
利
益
を
被
っ
た
た
め
、
連
邦
デ
ー
タ
保
護
法
に
基
づ
き
、
連
邦
中
央
税
務
庁
に
対
し
て
デ
ー
タ
の
開

示
を
請
求
し
た
。
し
か
し
、
連
邦
中
央
税
務
庁
は
開
示
に
よ
り
任
務
遂
行
に
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
、
連
邦
デ
ー
タ
保
護

法
に
基
づ
き
開
示
を
拒
否
し
た
。
異
議
申
立
人
は
開
示
を
義
務
付
け
る
訴
え
を
提
起
し
た
が
、
ケ
ル
ン
税
務
裁
判
所
お
よ
び
連
邦
税
務
裁

判
所
は
訴
え
を
斥
け
）
31
（
た
。
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1　

知
る
利
益
の
基
礎
づ
け

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
、
ま
ず
、
情
報
自
己
決
定
権
が
基
本
権
介
入
を
知
る
個
人
の
利
益
を
保
障
す
る
と
論
じ
た
。

　

情
報
自
己
決
定
権
が
も
た
ら
す
基
本
権
保
護
は
、
国
家
に
よ
る
デ
ー
タ
収
集
・
処
理
に
対
す
る
防
御
権
に
尽
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
情
報
自
己
決
定

権
は
、
自
己
の
基
本
権
と
関
わ
る
国
家
の
情
報
関
連
的
措
置
に
つ
い
て
知
る
個
人
の
利
益
を
も
保
護
す
る
。
）
32
（

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
二
つ
挙
げ
た
。
一
つ
は
、
国
勢
調
査
判
決
に
お
け
る
、
個
人
の
自
己
決
定
や
人
格
と
の
抵
触

に
関
す
る
説
示
で
あ
る
。
国
勢
調
査
判
決
に
お
い
て
、
こ
の
説
示
は
情
報
自
己
決
定
権
の
基
礎
づ
け
の
説
示
と
し
て
展
開
さ
れ
た
が
、
本

決
定
に
お
い
て
は
基
本
権
介
入
の
認
識
可
能
性
の
説
示
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。

　

自
己
に
関
す
る
い
か
な
る
情
報
が
、
自
己
の
社
会
環
境
の
特
定
の
領
域
に
お
い
て
知
ら
れ
て
い
る
の
か
を
十
分
な
確
信
を
も
っ
て
見
通
す
こ
と
が
で

き
な
い
者
や
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
相
手
と
な
り
う
る
者
が
何
を
知
っ
て
い
る
か
を
見
積
も
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
は
、
自
ら
の
自
己
決
定
に
基

づ
き
、
自
由
に
計
画
し
、
決
定
す
る
こ
と
を
本
質
的
に
妨
げ
ら
れ
る
（
国
勢
調
査
判
決
を
参
照
）。
情
報
自
己
決
定
権
に
対
す
る
介
入
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
個
人
が
、
当
該
介
入
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
り
、
当
該
個
人
は
自
己
の
人
格
を
展
開
す
る
た
め
に
重
要
な
方

向
性
（O

rientierung

）
と
、
予
想
の
確
実
性
（Erw

artungssicherheit

）
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）
33
（

　

も
う
一
つ
は
、
実
効
的
な
権
利
保
護
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
戦
略
的
監
視
判
決
や
大
盗
聴
判
決
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
論
理
と
同
一
で
あ

る
。
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さ
ら
に
、
情
報
自
己
決
定
権
に
対
す
る
介
入
の
対
象
と
な
る
当
事
者
は
、
当
該
介
入
を
知
る
こ
と
で
は
じ
め
て
情
報
の
取
得
の
違
法
性
を
争
い
、
削

除
請
求
権
や
訂
正
請
求
権
等
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
な
る
。
そ
の
限
り
で
、
介
入
を
知
る
こ
と
は
、
官
庁
手
続
と
裁
判
手
続
の
両
方
に

お
け
る
、
実
効
的
な
権
利
保
護
か
ら
生
ず
る
要
請
で
あ
る
（
戦
略
的
監
視
判
決
、
大
盗
聴
判
決
を
参
照
）。
）
34
（

　

な
お
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
か
ら
も
実
効
的
な
権
利
保
護
を
論
じ
た
。

　

基
本
法
一
九
条
四
項
の
権
利
保
護
の
保
障
か
ら
生
ず
る
要
求
は
、
公
権
力
が
主
観
的
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
場
合

に
は
、
裁
判
所
に
よ
る
統
制
の
実
施
と
裁
判
手
続
に
限
定
さ
れ
な
い
。
現
実
に
実
効
的
な
権
利
保
護
の
保
障
は
、
情
報
自
己
決
定
権
に
対
す
る
介
入
の

対
象
と
な
る
当
事
者
が
、
当
該
介
入
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
も
包
含
す
る
（
国
勢
調
査
判
決
を
参
照
）。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
基
本
法
一

九
条
四
項
も
、
当
該
介
入
を
知
る
こ
と
を
要
請
し
う
る
。

　

こ
の
前
提
の
下
、
異
議
申
立
人
が
知
る
利
益
は
人
格
を
保
護
す
る
基
本
権
の
み
な
ら
ず
、
基
本
法
一
九
条
四
項
に
よ
っ
て
も
保
護
さ
れ
て
い
る
（
基

本
法
一
〇
条
と
基
本
法
一
三
条
へ
の
介
入
に
関
す
る
通
知
に
つ
い
て
、
戦
略
的
監
視
判
決
と
大
盗
聴
判
決
を
参
）
35
（

照
）。

2　

法
律
に
よ
る
具
体
化

　

こ
の
よ
う
に
論
じ
た
う
え
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
基
本
権
介
入
を
知
る
利
益
の
具
体
化
に
つ
い
て
述
べ
た
。
ま
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判

所
は
、
こ
の
利
益
の
具
体
化
が
原
則
と
し
て
立
法
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
戦
略
的
監
視
判
決
や
大

盗
聴
判
決
、
口
座
マ
ス
タ
デ
ー
タ
決
定
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
論
理
で
あ
る
。

　

基
本
権
が
、
個
人
が
自
己
に
関
す
る
国
家
の
情
報
関
連
的
措
置
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
保
障
す
る
限
り
、
基
本
法
は
い
か
に
こ
れ
を
法
律
に

よ
り
具
体
化
す
る
か
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
な
い
（
戦
略
的
監
視
判
決
、
大
盗
聴
判
決
を
参
照
）。
立
法
者
は
当
事
者
の
基
本
権
を
尊
重
し
つ
つ
、
十
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分
に
当
事
者
が
知
る
機
会
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
情
報
自
己
決
定
権
は
、
当
事
者
が
特
定
の
形
式
で
情
報
を
獲
得
す
る
こ
と
を
要

求
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
…
…

　

個
人
が
デ
ー
タ
の
収
集
や
処
理
に
参
加
す
る
場
合
に
は
、
個
人
は
自
己
と
具
体
的
に
関
わ
る
情
報
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
デ
ー

タ
が
公
開
で
収
集
さ
れ
る
場
合
や
、
当
事
者
に
意
見
表
明
の
機
会
が
法
律
上
付
与
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
ま
た
、
当
事
者
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
基

づ
い
た
知
る
権
利
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
開
示
請
求
権
や
文
書
閲
覧
請
求
権
は
こ
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
秘
密
裏
に
デ
ー
タ
を
収
集

す
る
こ
と
で
相
当
な
強
度
の
基
本
権
介
入
が
発
生
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
事
者
の
利
益
が
他
の
知
る
可
能
性
に
よ
っ
て
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
い
な

い
場
合
に
は
、
積
極
的
に
当
事
者
に
通
知
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
う
る
（
知
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
戦
略
的
監
視
判
決
と
大
盗
聴
判
決
、
口
座
マ
ス
タ

デ
ー
タ
決
定
を
参
）
36
（

照
）。

　

こ
こ
で
は
立
法
者
が
取
り
う
る
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
、
公
開
で
の
収
集
や
意
見
表
明
の
機
会
付
与
、
開
示
請
求
権
お
よ
び
通
知
義
務
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
立
法
者
は
こ
れ
ら
の
中
か
ら
特
定
の
措
置
を
選
択
し
た
な
ら
ば
、
当
該
措
置
を
詳
細
に
具
体
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。　

立
法
者
は
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
よ
り
詳
細
に
具
体
化
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
当
事
者
の
基
本
権
保
護
に
と
っ

て
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
の
か
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
立
法
者
は
当
事
者
に
知
ら
せ
る
情
報
関
連
的
な
措
置
や
、
そ
の
結
果

を
知
ら
せ
る
措
置
に
つ
い
て
、
そ
の
種
類
と
介
入
強
度
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
）
37
（

　

も
っ
と
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
立
法
裁
量
が
縮
減
し
、
立
法
者
は
知
る
利
益
を
開
示
請
求
権
と
し
て
具
体
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
件
は
、
こ
の
ケ
ー
ス
に
該
当
す
る
と
い
う
。
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当
事
者
が
情
報
処
理
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
し
な
い
か
、
あ
る
い
は
常
に
参
加
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
措
置
が
実
施
さ
れ
た
か
ど
う
か
、
ま
た

措
置
の
範
囲
を
確
実
に
評
価
で
き
な
い
よ
う
な
方
法
で
情
報
関
連
的
な
介
入
が
授
権
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
当
該
国
家
機
関
が
積
極
的
に
当
事
者
に
通
知

す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、
自
己
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
基
づ
く
知
る
権
利
は
、
基
本
権
保
護
に
と
っ
て
中
心
的
な
意
義
を
獲
得
す
る
。

　

連
邦
中
央
税
務
庁
は
、
当
初
か
ら
当
事
者
の
協
力
な
く
し
て
収
集
さ
れ
た
デ
ー
タ
か
、
保
存
の
目
的
が
収
集
の
目
的
か
ら
乖
離
し
た
デ
ー
タ
を
情
報

セ
ン
タ
ー
に
集
約
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
事
者
は
デ
ー
タ
が
収
集
さ
れ
る
と
き
に
、
収
集
後
の
保
存
の
目
的
や
範
囲
、
他
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
の
結
合

可
能
性
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
当
事
者
へ
の
通
知
や
、
法
律
に
よ
り
担
保
さ
れ
た
他
の
知
ら
せ
る
可
能
性
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

　

本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
デ
ー
タ
収
集
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
基
本
権
介
入
が
存
在
す
る
限
り
、
自
己
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
基
づ
く
当
事

者
の
開
示
請
求
権
は
、
基
本
権
の
基
準
を
充
足
す
る
国
家
の
情
報
秩
序
の
中
心
的
な
礎
石
（Baustein

）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
者
は
そ
の
よ

う
な
開
示
請
求
権
を
創
出
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
）
38
（

　

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
う
え
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
開
示
請
求
権
の
制
限
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
ま
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
立
法

者
が
開
示
請
求
権
の
制
限
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
憲
法
上
、
行
政
官
庁
に
情
報
を
開
示
す
る
か
ど
う
か
の
裁
量
は
な
い
。
国
家
や
第
三
者
の
秘
密
保
持
利
益
が
情

報
の
開
示
に
対
置
さ
れ
う
る
限
り
で
、
双
方
の
対
立
す
る
利
益
を
考
慮
し
た
除
外
要
件
を
設
定
す
る
の
は
、
立
法
者
の
責
務
で
あ
る
。
）
39
（

　

そ
の
う
え
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
立
法
者
が
開
示
請
求
権
を
制
限
で
き
る
の
は
、
慎
重
に
双
方
の
利
益
を
比
較
衡
量
し
た
う
え
で
、

対
立
す
る
利
益
が
知
る
利
益
を
上
回
る
場
合
だ
け
だ
と
し
た
。　

　

本
件
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
知
る
権
利
を
制
限
す
れ
ば
、
情
報
自
己
決
定
権
が
保
障
す
る
国
家
の
制
限
な
き
デ
ー
タ
収
集
や
処
理
か
ら
の
保
護
は
妨
げ
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ら
れ
る
か
、
少
な
く
と
も
相
当
に
困
難
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
知
る
権
利
を
制
限
で
き
る
の
は
、
制
限
が
よ
り
重
要
な
対
立
す
る
利

益
に
奉
仕
す
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
法
律
上
の
除
外
要
件
は
、
関
係
す
る
利
益
が
相
互
に
包
括
的
に
、
個
々
の
事
案
を
考
慮
し
て
割
り
当
て
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
担
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
〇
〇
〇
年
部
会
決
定
を
参
照
）。
）
40
（

　

よ
り
具
体
的
に
は
、
開
示
請
求
権
が
当
事
者
の
基
本
権
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
の
か
、
所
轄
官
庁
の
任
務
が
ど
れ
ほ
ど
重

要
な
の
か
、
情
報
の
開
示
が
当
該
任
務
の
遂
行
に
い
か
な
る
影
響
を
も
た
ら
し
う
る
か
を
比
較
衡
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
41
（
い
。

3　

あ
て
は
め

　

最
終
的
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
異
議
申
し
立
て
を
棄
却
し
た
。
ケ
ル
ン
税
務
裁
判
所
お
よ
び
連
邦
税
務
裁
判
所
が
行
っ
た
比
較
衡
量

に
、
憲
法
上
の
疑
義
は
な
い
と
い
う
。

　

ま
ず
、
連
邦
中
央
税
務
庁
の
任
務
遂
行
と
い
う
公
共
の
利
益
に
つ
い
て
見
る
と
、
情
報
の
開
示
は
こ
れ
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
う
る
。

連
邦
中
央
税
務
庁
が
情
報
を
開
示
す
る
と
、
収
集
し
た
デ
ー
タ
の
大
部
分
が
価
値
を
喪
失
し
、
連
邦
中
央
税
務
庁
が
任
務
を
果
た
す
こ
と

が
困
難
に
な
る
か
、
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

他
方
で
、
異
議
申
立
人
の
知
る
利
益
に
つ
い
て
見
る
と
、
こ
れ
は
公
共
の
利
益
に
対
し
て
後
退
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
ず
、
情
報
を
開
示

し
な
い
場
合
に
、
異
議
申
立
人
に
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
不
利
益
が
発
生
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
異
議
申
立
人
は
デ
ー
タ
が
利
用
さ
れ
る

こ
と
で
不
利
益
を
被
っ
た
場
合
、
課
税
手
続
や
刑
事
手
続
に
お
い
て
デ
ー
タ
の
保
存
の
許
容
性
等
を
審
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
要
す

る
に
、
情
報
が
開
示
さ
れ
な
い
こ
と
で
手
続
的
な
観
点
か
ら
不
利
益
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
権
利
保
護
が
遅
く
な
っ
た
に

す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
異
議
申
立
人
は
デ
ー
タ
の
収
集
に
関
す
る
法
律
の
規
定
等
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
あ
る
い
は
情
報
セ
ン
タ
ー
に
一
三

の
フ
ァ
イ
ル
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
概
ね
自
己
に
関
す
る
い
か
な
る
情
報
が
集
約
さ
れ
て
い
る
の
か
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
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い
）
42
（
う
。

㈢　

中
間
総
括

　

以
上
を
総
括
す
る
。
情
報
自
己
決
定
権
は
、
自
己
情
報
と
関
わ
る
処
理
（
基
本
権
介
入
）
を
知
る
個
人
の
利
益
を
保
障
す
る
。
自
己
情

報
と
関
わ
る
処
理
を
知
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
個
人
は
当
該
基
本
権
介
入
の
是
非
を
争
い
、
削
除
請
求
権
等
の
主
観
的
権
利
を
行
使
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
利
益
を
い
か
に
具
体
化
す
る
か
は
原
則
と
し
て
立
法
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
つ
の
オ
プ
シ
ョ
ン
に

開
示
請
求
権
が
あ
る
。
立
法
者
は
開
示
請
求
権
と
し
て
具
体
化
す
る
場
合
、
対
立
す
る
利
益
が
知
る
利
益
を
上
回
る
場
合
に
の
み
、
開
示

を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

も
っ
と
も
、
国
勢
調
査
判
決
に
立
ち
戻
れ
ば
、
こ
れ
は
基
本
法
一
九
条
四
項
の
論
理
で
あ
り
、
情
報
自
己
決
定
権
に
特
化
し
た
論
理
で

は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
、
税
秘
密
決
定
は
国
勢
調
査
判
決
の
情
報
自
己
決
定
権
の
基
礎
づ
け
に
関
す
る
説
示
と
、
基
本
権
介
入
の
認
識
可

能
性
（
基
本
法
一
九
条
四
項
）
に
関
す
る
説
示
と
を
混
同
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
現
に
、
前
者
の
説
示
は
開
示
請
求
権
へ
の
具
体
化
に

ほ
と
ん
ど
影
響
し
な
か
っ
た
。

四　

閲
覧
請
求
権
の
法
理

　

次
に
、
閲
覧
請
求
権
の
法
理
を
分
析
す
る
。
閲
覧
請
求
権
は
、
国
勢
調
査
判
決
に
お
け
る
情
報
自
己
決
定
権
を
基
礎
づ
け
た
説
示
か
ら

発
展
さ
れ
て
き
た
。
ま
ず
、
他
者
が
自
己
に
つ
い
て
何
を
知
っ
て
い
る
か
を
認
識
で
き
な
け
れ
ば
、
個
人
の
自
己
決
定
や
人
格
と
の
抵
触

が
生
じ
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
情
報
自
己
決
定
権
は
、
他
者
が
保
有
す
る
自
己
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
関
わ
る
法
的
地
位
を
保
障
し
、
こ
の

法
的
地
位
が
具
体
的
権
利
化
さ
れ
た
も
の
が
閲
覧
請
求
権
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
連
邦
中
央
登
録
簿
の
閲
覧
請
求
権
を
検
討
し
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た
う
え
で
（
㈠
）、
診
療
記
録
の
閲
覧
請
求
権
を
検
討
す
る
（
㈡
）。

㈠　

連
邦
中
央
登
録
簿
の
閲
覧
請
求
権

　

ま
ず
、
一
九
九
一
年
七
月
一
七
日
の
部
会
決
定
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
閲
覧
請
求
権
に
言
及
し
た
。
本
部
会
決
定
に
お
い
て

は
、
連
邦
中
央
登
録
簿
（Bundeszentralregister

）
の
閲
覧
に
つ
い
て
、
請
求
者
本
人
で
は
な
く
そ
の
弁
護
士
が
代
理
し
て
閲
覧
や
複
製

で
き
る
か
が
争
わ
れ
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
第
三
部
会
は
こ
れ
を
否
定
し
た
が
、
情
報
自
己
決
定
権
か
ら
「
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に

保
存
さ
れ
た
自
己
の
個
人
関
連
デ
ー
タ
に
つ
い
て
知
る
権
利
」
が
導
か
れ
る
と
し
た
。

　

基
本
法
一
条
一
項
と
結
合
し
た
基
本
法
二
条
一
項
が
保
障
す
る
一
般
的
人
格
権
は
、
自
己
決
定
的
な
思
考
か
ら
導
か
れ
る
、
い
つ
、
い
か
な
る
範
囲

で
個
人
の
生
活
実
態
が
公
開
さ
れ
る
か
を
原
則
と
し
て
自
ら
決
定
す
る
個
人
の
権
限
を
保
障
す
る
（
国
勢
調
査
判
決
）。
そ
れ
ゆ
え
、
人
格
権
は
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
保
存
さ
れ
た
自
己
の
個
人
関
連
デ
ー
タ
に
つ
い
て
知
る
権
利
を
包
含
す
る
。
）
43
（

　

こ
れ
を
一
見
す
る
と
、
情
報
自
己
決
定
権
が
一
般
的
に
閲
覧
請
求
権
を
保
障
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
は
な
ぜ
情
報
自
己
決
定
権
が
「
知
る
権
利
」
を
保
障
す
る
の
か
が
論
証
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
確
か
にRecht

の
語
が
用
い
ら
れ

て
い
る
も
の
の
、
個
人
が
行
使
可
能
な
具
体
的
権
利
と
し
て
こ
れ
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
そ
の

後
、
立
法
者
が
す
で
に
こ
の
要
請
を
充
足
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

　

連
邦
中
央
登
録
簿
法
四
二
条
一
項
は
こ
の
要
求
を
充
足
す
る
。
同
項
は
個
人
が
申
請
に
基
づ
き
、
自
己
に
関
す
る
い
か
な
る
情
報
が
登
録
簿
に
記
載

さ
れ
て
い
る
か
を
通
知
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
す
）
44
（

る
。
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㈡　

診
療
記
録
の
閲
覧
請
求
権

　

そ
の
後
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
診
療
記
録
（Krankenunterlagen

）
の
閲
覧
請
求
権
の
法
理
を
発
展
さ
せ
た
。

1　

一
九
九
八
年
部
会
決
定

　

ま
ず
、
一
九
九
八
年
九
月
一
六
日
の
部
会
決
定
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
診
療
記
録
閲
覧
請
求
権
を
導
出
し
た
。
本
件
で
は
、

治
療
の
中
断
後
に
精
神
科
医
と
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
た
精
神
病
患
者
が
、
医
師
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
た
め
に
自
己
の
診
療
記
録

の
閲
覧
を
請
求
し
た
。
医
師
は
こ
れ
に
対
し
、
診
療
記
録
を
開
示
す
れ
ば
自
ら
の
私
的
な
領
域
（
自
己
決
定
権
や
人
格
権
）
が
脅
か
さ
れ
る

の
み
な
ら
ず
、
患
者
自
身
の
治
療
に
も
悪
影
響
が
生
じ
う
る
と
し
て
開
示
を
拒
否
し
た
。
異
議
申
立
人
は
診
療
記
録
の
開
示
を
求
め
て
訴

訟
を
提
起
し
た
が
、
区
裁
判
所
と
州
裁
判
所
が
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
た
め
、
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
た
。

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
第
一
部
会
は
、
診
療
記
録
閲
覧
請
求
権
を
患
者
の
自
己
決
定
権
と
個
人
の
尊
厳
か
ら
導
出
し
た
。

　

患
者
の
自
己
決
定
権
と
個
人
の
尊
厳
（
基
本
法
二
条
一
項
と
結
合
し
た
一
条
一
項
）
は
、
原
則
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
患
者
に
、
医
師
と
病
院
に
対
し
て

自
己
の
診
療
記
録
の
閲
覧
を
請
求
す
る
権
利
を
付
与
す
る
。
医
師
の
診
療
記
録
は
既
往
歴
、
診
断
お
よ
び
治
療
処
置
に
関
す
る
情
報
を
包
含
し
て
お 

り
、
患
者
の
私
的
領
域
と
直
接
に
関
係
す
る
。
患
者
が
自
己
の
診
療
記
録
の
閲
覧
を
要
求
で
き
る
こ
と
は
、
民
事
法
の
判
例
に
お
い
て
も
一
般
的
に
認

め
ら
れ
て
い
）
45
（

る
。

　

こ
こ
で
、
診
療
記
録
閲
覧
請
求
権
は
患
者
の
自
己
決
定
権
か
ら
直
接
に
、
患
者
が
行
使
可
能
な
具
体
的
権
利
と
し
て
導
出
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
う
え
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
通
常
裁
判
所
の
判
断
方
法
に
則
っ
て
、
診
療
記
録
の
閲
覧
制
限
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
曰
く
、
医
師
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等
の
基
本
権
に
よ
り
保
護
さ
れ
た
利
益
と
治
療
上
の
留
保
に
基
づ
い
て
、
診
療
記
録
の
閲
覧
を
制
限
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
原
則
と

し
て
患
者
の
閲
覧
に
供
さ
れ
る
の
は
、
他
覚
的
所
見
（objektive Befunde

）
と
治
療
処
置
に
関
す
る
報
告
の
み
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
事

案
の
個
別
具
体
的
な
性
質
に
鑑
み
て
、
閲
覧
の
射
程
が
他
覚
的
所
見
で
は
な
い
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
領
域
に
も
拡
張
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
と

い
）
46
（
う
。

　

こ
の
よ
う
な
基
準
を
打
ち
立
て
た
上
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
区
裁
判
所
と
州
裁
判
所
が
行
っ
た
比
較
衡
量
に
問
題
は
な
い
と
し
た
。

曰
く
、
こ
れ
ら
の
裁
判
所
は
、
患
者
と
医
師
と
の
関
係
が
ト
ラ
ブ
ル
に
発
展
し
た
こ
と
を
考
慮
し
、
医
師
が
挙
げ
た
治
療
に
関
す
る
疑
義

を
十
分
な
も
の
と
み
た
う
え
で
、
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
等
を
通
じ
て
鑑
定
人
に
診
療
記
録
を
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
指
摘
し

た
。
そ
れ
ゆ
え
、
患
者
の
利
益
が
一
方
的
に
軽
視
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
）
47
（
う
。

2　

二
〇
〇
六
年
部
会
決
定

　

そ
の
後
、
二
〇
〇
六
年
一
月
九
日
の
部
会
決
定
に
お
い
て
再
び
診
療
記
録
閲
覧
請
求
権
が
争
わ
れ
た
が
、
こ
こ
で
連
邦
憲
法
裁
判
所
は

情
報
自
己
決
定
権
に
言
及
し
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
第
二
部
会
は
、
情
報
自
己
決
定
権
が
自
己
デ
ー
タ
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
関
わ

る
「
法
的
地
位
」
を
保
障
す
る
と
し
、
そ
の
文
脈
で
診
療
記
録
閲
覧
請
求
権
を
導
出
し
た
。
本
部
会
決
定
の
論
理
は
そ
の
後
の
二
〇
一
六

年
部
会
決
定
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
お
り
、
診
療
記
録
閲
覧
請
求
権
の
法
理
は
本
部
会
決
定
に
お
い
て
完
成
さ
れ
た
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。

　

本
件
に
お
い
て
は
、
保
安
処
分
（M

aßregelvollzug

）
に
よ
り
精
神
病
院
に
収
容
さ
れ
た
受
刑
者
が
、
病
院
に
対
し
て
診
療
記
録
の
開

示
を
請
求
し
た
。
当
初
、
異
議
申
立
人
は
病
院
の
敷
地
外
へ
出
る
こ
と
や
休
暇
を
取
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
後
病
院
は
こ
れ

ら
の
許
可
を
撤
回
し
た
。
病
院
が
提
示
し
た
理
由
に
よ
れ
ば
、
休
暇
中
の
異
議
申
立
人
の
態
度
に
鑑
み
る
と
、
精
神
病
院
に
お
け
る
こ
れ

ま
で
の
治
療
が
功
を
奏
し
て
お
ら
ず
、
犯
行
の
原
因
と
な
っ
た
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
障
害
が
未
だ
残
存
し
て
い
る
と
い
う
。
異
議
申
立
人
の
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弁
護
士
は
病
院
に
対
し
て
診
療
記
録
の
完
全
な
開
示
を
求
め
た
が
、
病
院
は
他
覚
的
所
見
を
開
示
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル

ク
州
裁
判
所
と
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
上
級
州
裁
判
所
は
異
議
申
立
人
の
開
示
を
求
め
る
訴
え
を
棄
却
し
た
た
め
、
異
議
申
立
人
は
憲
法
異
議

を
申
し
立
て
た
。

　

⑴　

基
礎
づ
け

　

ま
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
閲
覧
請
求
権
に
つ
い
て
二
つ
の
ロ
ジ
ッ
ク
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
。
一
つ
は
、
自

己
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
制
限
を
基
本
権
介
入
と
み
る
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
こ
れ
を
基
本
権
介
入
と
は
異
な
る
も
の
と
み
る
ロ

ジ
ッ
ク
で
あ
る
。

　

個
人
デ
ー
タ
の
開
示
と
利
用
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
自
ら
決
定
す
る
と
い
う
承
認
さ
れ
た
基
本
権
的
な
要
求
が
、
保
存
さ
れ
た
自
己
デ
ー
タ
へ
の
ア

ク
セ
ス
（Zugang

）
を
要
求
し
、
こ
れ
ら
の
要
求
が
同
一
の
法
的
性
質
を
有
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
拒
否
や
制
限 

は
、
デ
ー
タ
の
収
集
や
引
渡
と
同
様
に
情
報
自
己
決
定
権
に
対
す
る
介
入
と
な
る
た
め
、
法
律
に
よ
る
授
権
に
基
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
連

邦
憲
法
裁
判
所
は
、
情
報
自
己
決
定
権
が
そ
の
よ
う
に
自
己
の
個
人
デ
ー
タ
の
開
示
を
要
求
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
未
だ
判
断
し
て
い
な
い
。
国

勢
調
査
判
決
に
お
け
る
一
般
的
な
情
報
自
己
決
定
権
の
保
護
領
域
の
描
写
か
ら
も
、
こ
の
問
い
の
答
え
は
容
易
に
は
導
か
れ
な
い
（
二
〇
〇
〇
年
部
会

決
定
を
参
照
）。

　

と
は
い
え
、
第
三
者
が
自
己
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
も
、
基
本
法
一
条
一
項
と
結
合
し
た
二
条
一
項
に

よ
り
保
護
さ
れ
る
個
人
の
自
己
決
定
と
抵
触
し
う
る
こ
と
（
国
勢
調
査
判
決
を
参
照
）、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
、
情
報
自
己
決
定
権
が
そ
の
保
持
者
に
対 

し
、
保
存
さ
れ
た
自
己
に
関
す
る
個
人
デ
ー
タ
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
関
わ
る
法
的
地
位
（Rechtspositionen

）
を
も
付
与
す
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
る
。

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
こ
れ
に
相
応
し
て
、
連
邦
中
央
登
録
簿
法
四
二
条
一
項
の
み
な
ら
ず
情
報
自
己
決
定
権
も
連
邦
中
央
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
た
個

人
情
報
を
知
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
し
、
同
規
定
が
こ
れ
を
考
慮
し
て
い
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る
（
一
九
九
一
年
部
会
決
定
を
参
）
48
（

照
）。
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整
理
す
る
と
、
情
報
自
己
決
定
権
が
「
保
存
さ
れ
た
自
己
デ
ー
タ
へ
の
ア
ク
セ
ス
」
を
包
含
す
る
な
ら
ば
、
ア
ク
セ
ス
の
制
限
は
情
報

自
己
決
定
権
に
対
す
る
「
介
入
」
と
な
り
、
法
律
の
根
拠
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
そ
こ
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
な

い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
国
勢
調
査
判
決
を
参
照
し
て
、
ア
ク
セ
ス
制
限
が
個
人
の
自
己
決
定
と
「
抵
触
」
し
う
る
こ
と
か
ら
、
情
報
自

己
決
定
権
が
「
保
存
さ
れ
た
自
己
に
関
す
る
個
人
デ
ー
タ
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
関
わ
る
法
的
地
位
」
を
保
障
す
る
と
述
べ
る
に
と
ど
め
る
。

　

こ
れ
に
続
け
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
診
療
記
録
閲
覧
請
求
権
に
言
及
し
た
。

　

診
療
記
録
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
の
関
わ
り
で
は
、
す
で
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
り
、
患
者
の
自
己
決
定
権
と
個
人
の
尊
厳
（
基
本
法
二
条
一
項
と
結

合
し
た
一
条
一
項
）
に
基
づ
き
、
原
則
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
患
者
が
、
医
師
と
病
院
に
対
し
て
自
己
の
診
療
記
録
の
閲
覧
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
一
九
九
八
年
部
会
決
定
を
参
照
）。
確
か
に
、
こ
の
患
者
の
知
る
権
利
は
憲
法
上
無
制
限
に
保
障
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
（
一
九
九
八
年
部
会
決
定
）。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
患
者
の
知
る
権
利
が
基
本
権
に
よ
り
保
障
さ
れ
た
患
者
の
自
己
決
定
権
を
直
接
の
根
拠
と

し
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
に
相
応
す
る
重
要
な
利
益
が
対
置
さ
れ
る
場
合
に
の
み
後
退
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
何
ら
変
更
す
る
も
の
で

は
な
）
49
（

い

　

こ
の
論
理
は
、
基
本
的
に
一
九
九
八
年
部
会
決
定
の
論
理
を
踏
襲
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
説
示
が
そ
の

直
前
の
情
報
自
己
決
定
権
の
説
示
と
い
か
に
繫
が
っ
て
い
る
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
現
に
、
診
療
記
録
閲
覧
請
求
権
の
根
拠
は
患
者
の

自
己
決
定
権
に
置
か
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
そ
の
後
、
情
報
自
己
決
定
権
が
「
保
存
さ
れ
た
自
己
に
関
す
る
個
人
デ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
」
を

包
含
す
る
か
と
い
う
問
い
を
回
避
し
た
。
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基
本
法
一
条
一
項
と
結
合
し
た
二
条
一
項
が
、
法
律
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
法
律
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
制
限
で
き
な
い
権
利
と
し
て
、
保
存

さ
れ
た
自
己
に
関
す
る
個
人
デ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
を
個
人
に
保
障
す
る
な
ら
ば
、
異
議
申
立
人
が
自
己
の
診
療
記
録
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
求
め

た
の
に
対
し
、
法
律
の
根
拠
な
く
こ
れ
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
未
だ
こ
の
問
い
に
答
え
て
い
な
い
が
、
本
件

で
は
こ
の
問
い
に
答
え
る
必
要
は
な
い
。
）
50
（

　

⑵　

制　

限

　

次
に
、
診
療
記
録
閲
覧
請
求
権
の
制
限
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
診
療
記
録
の
閲
覧
を
制
限
で
き
る
の
は
「
相
応
す

る
重
要
な
利
益
が
対
置
さ
れ
る
場
合
」
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
専
門
裁
判
所
の
判
例
に
言
及
し
た
。

　

専
門
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
も
、
基
本
法
一
条
一
項
と
結
合
し
た
二
条
一
項
は
個
人
デ
ー
タ
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
関
わ
る
保
護
を
要
求
す
る
と
解
さ

れ
て
い
る
が
、
専
門
裁
判
所
は
開
示
請
求
権
を
包
括
的
な
、
法
律
に
よ
ら
な
け
れ
ば
制
限
で
き
な
い
も
の
と
は
捉
え
て
い
な
い
。
専
門
裁
判
所
は
、
基

本
法
一
条
一
項
と
結
合
し
た
二
条
一
項
が
比
例
原
則
に
基
づ
い
て
比
較
衡
量
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
少
な
く
と
も
同
等
の
重
み
を
有
す
る
利
益
が
対
置

さ
れ
な
い
場
合
に
こ
れ
が
開
示
請
求
権
へ
と
凝
縮
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
だ
け
で
あ
る
。
）
51
（

　

そ
の
上
で
、
比
較
衡
量
に
お
い
て
は
原
則
と
し
て
閲
覧
請
求
権
に
相
当
の
重
み
づ
け
が
な
さ
れ
る
と
い
う
。

　

こ
れ
に
基
づ
い
て
必
要
と
さ
れ
る
比
較
衡
量
を
行
う
際
に
は
、
知
る
利
益
に
重
み
づ
け
が
な
さ
れ
る
。
医
師
の
診
療
記
録
は
既
往
歴
や
診
断
、
治
療

処
置
に
関
す
る
情
報
を
含
ん
で
お
り
、
患
者
の
私
的
領
域
と
直
接
に
関
係
す
る
（
一
九
九
八
年
部
会
決
定
等
を
参
照
）。
診
療
記
録
に
含
ま
れ
る
情
報

は
患
者
の
私
的
領
域
と
直
接
に
関
係
し
、
ま
た
患
者
の
自
己
決
定
に
と
っ
て
相
当
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
患
者
は
一
般
的
に
、
い
か
な

る
治
療
が
自
己
に
施
さ
れ
た
の
か
、
治
療
の
過
程
で
い
か
な
る
デ
ー
タ
が
生
じ
た
の
か
、
今
後
ど
の
よ
う
に
症
状
が
発
展
す
る
と
推
定
さ
れ
る
の
か
を
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知
る
利
益
を
有
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
精
神
状
態
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
強
く
妥
当
す
）
52
（
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
憲
法
上
の
基
）
53
（

準
」
を
定
立
し
た
上
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
州
裁
判
所
と
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
上
級
州

裁
判
所
の
判
断
が
正
当
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。
と
り
わ
け
、
こ
れ
ら
の
裁
判
所
は
保
安
処
分
と
い
う
事
案
の
特
殊
性
を
無
視
し
た
か
、

少
な
く
と
も
十
分
に
考
慮
し
て
い
な
い
と
い
う
。
こ
こ
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
保
安
処
分
の
特
殊
性
を
強
調
し
た
。

　

保
安
処
分
に
お
け
る
基
本
権
に
対
す
る
脅
威
は
、
私
法
上
の
治
療
関
係
に
お
け
る
そ
れ
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。
保
安
処
分
の
よ
う
に
当
事
者
間
に

特
段
の
力
差
が
あ
る
領
域
に
お
い
て
は
、
個
人
の
基
本
権
は
当
然
特
段
の
脅
威
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
文
書
の
管
理
と
そ
れ
へ
の
ア
ク
セ

ス
に
も
関
係
す
る
。
文
書
に
含
ま
れ
る
記
載
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
収
容
施
設
に
お
け
る
日
常
に
影
響
し
う
る
し
、
将
来
の
実
施
や
執
行
を
決
定
す
る

に
あ
た
り
、
事
実
的
基
礎
の
本
質
的
な
部
分
と
し
て
利
用
さ
れ
う
る
。
執
行
中
の
日
常
が
ど
う
な
る
か
、
個
別
的
な
自
由
や
自
由
全
体
を
再
び
獲
得
で

き
る
か
の
見
立
て
は
、
文
書
に
含
ま
れ
る
情
報
に
少
な
か
ら
ず
依
存
す
る
。

　

こ
の
背
景
に
よ
り
、
保
安
処
分
に
お
い
て
は
次
の
理
由
か
ら
も
、
文
書
の
閲
覧
に
特
段
の
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
利
益
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
文

書
を
閲
覧
で
き
な
け
れ
ば
、
情
報
を
収
集
し
処
理
す
る
機
関
に
対
し
て
、
個
人
は
誤
っ
た
情
報
の
削
除
請
求
権
や
訂
正
請
求
権
を
現
実
に
行
使
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
し
（
基
本
法
一
〇
条
に
つ
い
て
、
戦
略
的
監
視
判
決
を
参
照
）、
ま
た
治
療
と
収
容
の
終
了
と
の
関
係
で
は
、
自
ら
の
基
本
権
的
な
要

求
が
妨
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
文
書
が
管
理
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
確
信
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

加
え
て
、
診
療
記
録
に
含
ま
れ
る
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
は
、
実
施
や
執
行
の
事
案
に
お
い
て
、
実
効
的
な
権
利
保
護
に
と
っ
て
意
義
を
有
す

る
（
前
域
に
お
け
る
潜
在
的
な
法
的
紛
争
に
お
い
て
、
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
権
利
保
護
の
実
効
性
と
い
う
観
点
か
ら
有
す
る
意
義
に
つ
き
、
国
勢
調

査
判
決
を
参
照
）。
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
被
収
容
者
の
知
る
利
益
を
よ
り
重
み
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
）
54
（

　

こ
こ
で
は
、
戦
略
的
監
視
判
決
や
国
勢
調
査
判
決
が
参
照
さ
れ
、
開
示
請
求
権
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
論
理
が
閲
覧
請
求
権
に
つ
い
て
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も
展
開
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
論
理
は
閲
覧
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
局
面
で
は
な
く
、
こ
れ
を
重
み
づ
け
る
局
面
で
登
場
し
て

い
る
。

3　

二
〇
一
六
年
部
会
決
定

　

そ
の
後
の
二
〇
一
六
年
一
二
月
二
〇
日
の
部
会
決
定
に
お
い
て
は
、
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
て
い
る
被
収
容
者
に
よ
る
診
療
記
録
の
閲
覧

請
求
が
争
わ
れ
た
。
異
議
申
立
人
は
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ビ
ン
グ
刑
務
所
に
収
容
さ
れ
て
い
る
終
身
刑
の
受
刑
者
で
あ
っ
た
が
、
以
前
実
施
さ
れ

た
血
液
検
査
に
お
い
て
、
同
意
な
く
Ｈ
Ｉ
Ｖ
ウ
イ
ル
ス
の
検
査
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。
異
議
申
立
人
は
こ
の
血
液
検
査
に
対

し
て
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
た
が
、
こ
れ
と
関
連
し
て
診
療
記
録
の
開
示
を
請
求
し
た
。
刑
務
所
は
開
示
を
拒
否
し
た
た
め
、
異
議
申
立

人
は
開
示
の
義
務
付
け
を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
し
た
が
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
州
裁
判
所
と
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
上
級
州
裁
判
所
が
請
求
を

認
め
な
か
っ
た
た
め
、
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
た
。

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
二
〇
〇
六
年
部
会
決
定
を
引
用
す
る
形
で
、
診
療
記
録
閲
覧
請
求
権
を
導
出
し
た
。

　

情
報
自
己
決
定
権
は
、
自
己
の
個
人
デ
ー
タ
の
開
示
と
利
用
に
つ
い
て
原
則
と
し
て
自
ら
決
定
す
る
個
人
の
権
限
を
保
障
す
る
（
国
勢
調
査
判
決
等

を
参
照
）。
第
三
者
が
自
己
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
も
、
個
人
の
自
己
決
定
と
抵
触
し
う
る
（
国
勢
調
査

判
決
、
二
〇
〇
六
年
部
会
決
定
、
一
九
九
一
年
部
会
決
定
、
一
九
九
八
年
部
会
決
定
等
を
参
照
）。
そ
れ
ゆ
え
、
情
報
自
己
決
定
権
は
そ
の
保
持
者
に

対
し
、
保
存
さ
れ
た
自
己
に
関
す
る
個
人
デ
ー
タ
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
関
わ
る
法
的
地
位
を
も
付
与
す
る
。

　

診
療
記
録
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
の
関
わ
り
で
は
、
患
者
の
自
己
決
定
権
と
個
人
の
尊
厳
（
基
本
法
二
条
一
項
と
結
合
し
た
一
条
一
項
）
は
原
則
と
し
て

あ
ら
ゆ
る
患
者
に
、
医
師
と
病
院
に
対
し
て
自
己
の
診
療
記
録
の
閲
覧
を
請
求
す
る
権
利
を
付
与
す
る
（
一
九
九
八
年
部
会
決
定
を
参
照
）。
確
か
に
、

こ
の
閲
覧
請
求
権
は
憲
法
上
無
制
限
に
保
障
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
閲
覧
請
求
権
は
基
本
権
が
保
障
す
る
患
者
の
自
己
決
定
権
を
直
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接
の
根
拠
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
に
相
応
す
る
重
要
な
利
益
が
対
置
さ
れ
る
場
合
に
の
み
後
退
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
〇
〇
六
年
部
会
決
定
、

一
九
九
八
年
部
会
決
定
を
参
照
）。
）
55
（

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
閲
覧
制
限
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
二
〇
〇
六
年
部
会
決
定
を
踏
襲
し
て
い
る
。
曰
く
、
二
〇
〇

六
年
部
会
決
定
に
お
い
て
保
安
処
分
に
つ
き
考
慮
さ
れ
た
観
点
は
、
刑
事
施
設
の
被
収
容
者
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
医

師
を
自
由
に
選
択
で
き
な
い
こ
と
、
自
ら
希
望
し
て
別
の
治
療
関
係
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
当
事
者
間
に
特
段
の
力
差
が

あ
る
こ
と
に
加
え
、
開
示
請
求
権
が
な
け
れ
ば
文
書
の
管
理
が
基
本
権
か
ら
生
ず
る
要
求
と
合
致
し
て
い
る
か
の
確
信
が
持
て
ず
、
ま
た

誤
っ
た
情
報
の
削
除
や
訂
正
の
請
求
権
を
実
際
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
）
56
（
る
。

　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
最
終
的
に
、
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
州
裁
判
所
が
異
議
申
立
人
の
基
本
権
の
意
義
と
射
程
を
見
誤
り
、
異
議
申
立
人

の
（
情
報
）
自
己
決
定
権
と
人
間
の
尊
厳
を
侵
害
し
た
と
判
断
し
）
57
（
た
。

㈢　

中
間
総
括

　

以
上
を
総
括
す
る
。
他
者
が
自
己
に
つ
い
て
何
を
知
っ
て
い
る
か
を
認
識
で
き
な
い
こ
と
は
、
個
人
の
自
己
決
定
と
抵
触
し
う
る
。
情

報
自
己
決
定
権
は
そ
れ
ゆ
え
、
他
者
が
保
有
す
る
自
己
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
と
関
わ
る
法
的
地
位
を
保
障
し
、
こ
れ
が
具
体
的
権
利
化
さ

れ
る
と
閲
覧
請
求
権
に
な
る
。

　

も
っ
と
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
自
己
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
拒
否
や
制
限
を
個
人
情
報
の
収
集
等
の
基
本
権
介
入
と
は
区
別
し
て

お
り
、
ア
ク
セ
ス
制
限
に
法
律
の
根
拠
は
要
し
な
い
と
す
る
。
た
だ
し
、
仮
に
情
報
自
己
決
定
権
が
自
己
情
報
ア
ク
セ
ス
権
を
包
含
す
る

な
ら
ば
、
自
己
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
制
限
は
基
本
権
介
入
で
あ
り
、
法
律
の
根
拠
を
要
す
る
と
い
う
。
ま
た
、
情
報
自
己
決
定
権
か
ら

一
般
的
に
閲
覧
請
求
権
が
要
求
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
明
ら
か
に
具
体
的
権
利
と
し
て
導
出
す
る
の
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は
診
療
記
録
の
閲
覧
請
求
権
だ
け
だ
が
、
そ
の
根
拠
は
患
者
の
自
己
決
定
権
と
人
間
の
尊
厳
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
閲
覧
請
求
権
を
制

限
で
き
る
の
は
、
対
置
さ
れ
る
利
益
が
知
る
利
益
を
上
回
る
場
合
の
み
で
あ
る
。

五　

学
説
の
議
論

　

次
に
、
開
示
請
求
権
と
閲
覧
請
求
権
に
関
す
る
学
説
の
議
論
を
検
討
す
る
。
ま
ず
開
示
請
求
権
に
関
す
る
議
論
を
整
理
し
た
う
え
で

（
㈠
）、
閲
覧
請
求
権
に
関
す
る
議
論
を
紹
介
す
る
（
㈡
）。

㈠　

開
示
請
求
権
に
関
す
る
議
論

　

学
説
に
お
い
て
は
、
開
示
請
求
権
が
情
報
自
己
決
定
権
の
一
部
で
あ
る
か
ど
う
か
が
議
論
さ
れ
て
い
）
58
（

る
。

1　

肯
定
説

　

開
示
請
求
権
が
情
報
自
己
決
定
権
の
一
部
で
あ
る
と
主
張
す
る
論
者
ら
は
、
情
報
自
己
決
定
権
が
国
家
に
よ
る
デ
ー
タ
の
収
集
・
処
理

に
対
す
る
防
御
権
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
知
る
こ
と
を
求
め
る
権
利
で
も
あ
る
と
主
張
す
）
59
（
る
。
こ
れ
ら
の
論
者
ら
は
、
開
示
請

求
権
を
実
効
的
な
権
利
保
護
に
縮
減
さ
れ
な
い
、
情
報
自
己
決
定
権
特
殊
的
な
要
請
と
し
て
理
解
す
る
。

　

Friedhelm
 H
ufen

は
、
基
本
権
保
持
者
が
自
己
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
自
己
決
定
で
き
る
た
め
に
は
、
自
己
の
個
人
関
連
デ
ー
タ
が
い

か
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
を
認
識
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
情
報
自
己
決
定
権
は
個
人
関
連
デ
ー
タ
の

積
極
的
な
開
示
を
要
求
す
る
と
い
）
60
（
う
。

　

Sim
itis/Fuckner

は
、
開
示
請
求
権
が
持
つ
二
つ
の
機
能
を
強
調
す
る
。
ま
ず
、
国
勢
調
査
判
決
に
お
い
て
示
さ
れ
た
、
市
民
が
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「
誰
が
、
何
を
、
い
つ
、
い
か
な
る
機
会
に
自
己
に
つ
い
て
知
る
か
」
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
規
範
透
明

性
」
に
よ
り
、
市
民
は
自
己
の
基
本
権
に
対
す
る
介
入
を
抽
象
的
に
予
想
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
次
に
、
個
人
に
開
示
請
求
権
を
付

与
す
る
こ
と
で
、
裁
判
所
は
当
該
個
人
に
対
す
る
デ
ー
タ
処
理
が
合
法
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
二

つ
の
機
能
ゆ
え
、
開
示
請
求
権
は
単
な
る
実
効
的
な
権
利
保
護
（
基
本
法
一
九
条
四
項
）
の
発
現
で
は
な
く
、
情
報
自
己
決
定
権
の
「
二

番
目
の
構
成
要
素
」
な
い
し
「
本
質
的
・
個
人
権
的
・
手
続
法
的
な
相
関
概
念
」
で
あ
り
、
デ
ー
タ
保
護
監
督
官
に
よ
る
デ
ー
タ
保
存
・

利
活
用
の
間
接
的
な
審
査
で
も
っ
て
代
替
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
）
61
（
う
。

　

W
alter Rudolf

は
、
開
示
請
求
権
が
情
報
自
己
決
定
権
を
実
際
に
行
使
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
曰
く
、
情
報
自

己
決
定
権
に
対
す
る
介
入
は
情
報
が
収
集
さ
れ
た
時
点
で
終
了
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
情
報
が
保
存
さ
れ
た
段
階
に
お
い
て
も
引
き
続
き

継
続
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
己
に
つ
い
て
い
か
な
る
デ
ー
タ
が
収
集
・
処
理
さ
れ
た
の
か
を
個
人
が
認
識
で
き
な
け
れ
ば
、
情
報
自
己
決

定
権
は
空
転
し
て
し
ま
う
。
開
示
請
求
権
は
、
国
勢
調
査
判
決
に
お
け
る
、
市
民
が
「
誰
が
、
何
を
、
い
つ
、
い
か
な
る
機
会
に
自
己
に

つ
い
て
知
る
か
」
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
透
明
性
要
請
」
の
最
も
実
効
的
な
「
刻
印
」
で
あ
り
、「
情
報
自

己
決
定
の
特
殊
な
保
障
」
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
開
示
請
求
権
は
単
な
る
権
利
保
護
の
保
障
（
基
本
法
一
九
条
四
項
）
で
は
な
く
、
情
報

自
己
決
定
権
に
内
在
す
る
要
請
で
あ
る
と
い
）
62
（

う
。

　

Klaus G
lobig

は
、
デ
ー
タ
の
保
存
や
利
用
が
個
人
に
「
持
続
的
な
負
担
」
を
も
た
ら
す
と
論
じ
る
。
曰
く
、
デ
ー
タ
の
保
存
や
利
用

は
、
デ
ー
タ
を
処
理
さ
れ
る
個
人
が
デ
ー
タ
処
理
に
同
意
し
た
か
ど
う
か
、
異
議
申
立
権
を
有
す
る
か
ど
う
か
、
デ
ー
タ
が
保
存
さ
れ
た

こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
等
に
関
係
な
く
、
個
人
に
「
持
続
的
な
負
担
」
を
課
す
。
そ
し
て
、
こ
の
「
持
続
的
な
負
担
」
を
相
殺
で
き
る
の

は
、
開
示
請
求
権
だ
け
で
あ
る
。
一
定
の
場
合
に
通
知
し
た
り
、
ビ
デ
オ
監
視
を
表
示
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
開
示
請
求
権
を

補
強
す
る
だ
け
で
あ
り
、
開
示
請
求
権
を
代
替
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
開
示
請
求
権
を
付
与
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
個
人
は
国
家
に

よ
る
デ
ー
タ
処
理
に
反
応
し
、
国
家
に
よ
り
法
主
体
と
し
て
認
識
さ
れ
、
単
な
る
情
報
処
理
の
客
体
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
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れ
ゆ
え
、
開
示
請
求
権
は
デ
ー
タ
保
護
権
に
対
す
る
介
入
と
直
接
的
・
内
在
的
に
関
係
す
る
た
め
、
単
な
る
「
情
報
自
己
決
定
権
を
保
護

す
る
手
続
的
措
置
」
や
「
手
続
に
よ
る
基
本
権
保
護
の
一
形
態
」
で
は
な
い
と
い
）
63
（

う
。

2　

否
定
説

　

他
方
で
、
開
示
請
求
権
が
情
報
自
己
決
定
権
の
一
部
で
は
な
い
と
主
張
す
る
論
者
ら
は
、
情
報
自
己
決
定
権
が
防
御
権
で
あ
り
請
求
権

的
内
実
を
包
含
し
な
い
こ
と
か
）
64
（
ら
、
開
示
請
求
権
は
基
本
権
介
入
を
相
殺
す
る
措
置
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
す
）
65
（
る
。

　

Eugen Ehm
ann

は
、
開
示
請
求
権
が
防
御
権
で
は
な
く
給
付
請
求
権
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
防
御
権
で
あ
る
情
報
自
己
決
定
権
か
ら
は

導
か
れ
な
い
と
指
摘
す
る
。
曰
く
、
職
業
教
育
訓
練
に
関
す
る
国
家
の
義
務
（
基
本
法
一
二
条
）
や
代
替
学
校
（Ersatzschulw

esen

）
の

保
護
（
基
本
法
七
条
四
項
）
等
の
よ
う
に
、
基
本
権
か
ら
特
殊
な
義
務
が
導
出
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
開
示
請
求
権
は

あ
く
ま
で
基
本
権
介
入
を
相
殺
す
る
手
立
て
の
一
つ
に
す
ぎ
ず
、
開
示
請
求
権
は
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
要
請
で
は
な
い
と
い
）
66
（
う
。

　

M
arion Albers

は
、
知
る
利
益
が
基
本
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
給
付
請
求
権
と
し
て
の
開
示
請
求
権
に
つ
い
て

は
否
定
す
る
。
曰
く
、
基
本
法
一
条
一
項
と
結
合
し
た
二
条
一
項
は
、
自
己
情
報
に
対
す
る
処
理
を
知
る
こ
と
を
保
障
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

情
報
を
処
理
さ
れ
る
個
人
は
必
ず
し
も
国
家
に
よ
る
情
報
処
理
を
認
識
で
き
な
い
う
え
、
基
本
法
一
条
一
項
は
個
人
が
国
家
行
為
の
客
体

と
化
す
こ
と
を
禁
じ
て
お
り
、
ま
た
不
作
為
や
訂
正
、
削
除
等
の
主
観
的
権
利
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
国
家
に
よ
る
情
報
処
理
を
認
識

で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
保
障
は
本
源
的
請
求
権
や
派
生
的
請
求
権
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
保

護
義
務
で
も
な
い
。
基
本
権
は
開
示
請
求
権
を
直
接
的
に
は
保
障
し
て
お
ら
ず
、
憲
法
上
で
内
実
が
確
定
し
て
お
り
、
法
律
に
よ
る
制
限

を
受
け
な
け
れ
ば
常
に
行
政
権
に
対
し
て
行
使
で
き
る
よ
う
な
開
示
請
求
権
は
存
在
し
な
い
。
こ
の
保
障
の
具
体
化
は
原
則
と
し
て
立
法

裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
開
示
請
求
権
や
情
報
処
理
プ
ロ
セ
ス
へ
の
参
加
、
公
開
で
の
収
集
や
聴
聞
等
の
形
で
具
体
化
さ
れ
る
と
い
）
67
（

う
。

　

G
ola/Schom

erus

は
、
開
示
請
求
権
が
国
勢
調
査
判
決
に
お
け
る
「
誰
が
、
何
を
、
い
つ
、
い
か
な
る
機
会
に
自
己
に
つ
い
て
知
る
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か
」
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
透
明
性
原
則
」
を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
ほ
か
の
さ
ま
ざ
ま
な
関
与
権
や

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
を
行
使
す
る
こ
と
の
前
提
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
透
明
性
原
則
」
か
ら
は
開
示
請
求
権
以
外
に

も
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
（
同
意
や
異
議
申
立
て
等
）
が
導
出
さ
れ
る
た
め
、
開
示
請
求
権
は
情
報
自
己
決
定
権
か
ら
直
接
に
は
導
出
さ
れ
な
い

と
主
張
す
）
68
（

る
。

3　

小　

括

　

以
上
に
鑑
み
る
と
、
争
点
は
情
報
自
己
決
定
権
が
実
効
的
な
権
利
保
護
の
具
体
化
に
と
ど
ま
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
開
示
請
求
権
が
情

報
自
己
決
定
権
の
一
部
で
あ
る
と
主
張
す
る
論
者
ら
は
、
開
示
請
求
権
の
特
殊
性
に
依
拠
し
て
、
情
報
自
己
決
定
権
が
実
効
的
な
権
利
保

護
を
超
越
す
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
論
拠
は
説
得
的
で
は
な
い
。
例
え
ば
、Sim

itis/Fuckner

は
、
開
示
請
求

権
が
基
本
権
介
入
の
抽
象
的
な
予
想
と
国
家
措
置
の
合
法
性
の
担
保
を
可
能
に
す
る
と
主
張
す
る
が
、
こ
れ
は
通
知
義
務
等
の
他
の
措
置

に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
他
の
論
者
に
つ
い
て
も
基
本
的
に
は
同
様
で
あ
る
。

㈡　

閲
覧
請
求
権
に
関
す
る
議
論

　

閲
覧
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
学
説
に
開
示
請
求
権
と
閲
覧
請
求
権
を
区
別
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
相
ま
っ
）
69
（
て
、
全

体
と
し
て
議
論
が
乏
し
い
。

　

一
方
で
は
、
診
療
記
録
閲
覧
請
求
権
に
関
す
る
分
析
が
あ
る
。
例
え
ば
、G

errit M
anssen

は
、
診
療
記
録
閲
覧
請
求
権
を
一
般
的
人

格
権
の
客
観
法
的
次
元
に
位
置
づ
け
、
出
自
を
知
る
権
利
（Recht auf Kenntnis der eigenen Abstam

m
ung

）
と
同
類
の
も
の
と
理
解

す
）
70
（

る
。
ま
た
、G

abriele M
üller

は
、
診
療
記
録
閲
覧
請
求
権
が
患
者
の
自
己
決
定
権
と
個
人
の
尊
厳
（
基
本
法
一
条
一
項
と
結
合
し
た
二

条
一
項
）
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
患
者
が
単
な
る
治
療
の
客
体
（O

bjekt

）
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
な
い
こ
と
と
、
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診
療
記
録
に
含
ま
れ
る
情
報
が
患
者
の
私
的
領
域
と
直
接
に
関
係
す
る
こ
と
を
指
摘
す
）
71
（
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
診
療
記
録
閲
覧
請
求
権
に

関
す
る
分
析
は
情
報
自
己
決
定
権
に
言
及
し
て
い
な
い
。

　

他
方
で
、
情
報
自
己
決
定
権
の
観
点
か
ら
自
己
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
論
じ
た
も
の
も
あ
る
。Andreas Voßkuhle

は
、
情
報
自
己

決
定
権
が
自
己
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
内
包
す
る
と
主
張
す
る
。
曰
く
、
憲
法
は
新
た
な
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
解
釈
の
「
開
か
れ

た
」
新
し
い
基
本
権
を
「
発
明
」
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
情
報
自
己
決
定
権
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
そ
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
国
勢

調
査
判
決
の
後
に
、
情
報
自
己
決
定
権
が
自
己
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
包
含
す
る
こ
と
を
認
め
た
が
、
そ
れ
は
情
報
自
己
決
定
権
の
解
釈

が
「
開
か
れ
た
」
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
い
）
72
（

う
。

㈢　

中
間
総
括

　

以
上
を
総
括
す
る
。
開
示
請
求
権
に
つ
い
て
は
、
開
示
請
求
権
が
情
報
自
己
決
定
権
の
一
部
か
ど
う
か
で
議
論
が
あ
り
、
肯
定
的
な
論

者
ら
は
開
示
請
求
権
が
実
効
的
な
権
利
保
護
を
超
越
す
る
と
指
摘
す
る
が
、
そ
の
論
拠
は
説
得
的
で
は
な
い
。
他
方
で
、
閲
覧
請
求
権
に

つ
い
て
は
議
論
が
乏
し
い
が
、
情
報
自
己
決
定
権
が
自
己
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
包
含
す
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。

六　

検
討
と
自
説

　

最
後
に
、
開
示
請
求
権
と
（
㈠
）
閲
覧
請
求
権
に
つ
い
て
（
㈡
）
検
討
を
加
え
、
自
説
を
展
開
す
る
。

㈠　

開
示
請
求
権

　

実
効
的
な
権
利
保
護
と
結
合
し
た
防
御
権
は
、
情
報
処
理
（
基
本
権
介
入
）
を
知
る
個
人
の
利
益
を
保
障
す
る
（
１
）。
か
か
る
利
益
は
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立
法
者
に
対
し
、
情
報
処
理
の
透
明
性
を
担
保
す
る
措
置
を
要
求
す
る
（
２
）。

1　

情
報
処
理
を
知
る
利
益

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
防
御
権
が
時
に
比
例
原
則
、
と
り
わ
け
狭
義
の
比
例
性
と
結
合
し
、
基
本
権
介
入
の
前
提
要
件
と
し
て
様
々
な

組
織
・
手
続
的
措
置
を
要
請
し
う
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
て
い
）
73
（
る
。
個
人
情
報
保
護
関
係
で
は
裁
判
官
留
保
（Richtervorbehalt

）
が
代
表

例
だ
）
74
（
が
、
個
人
情
報
を
保
護
す
る
組
織
・
手
続
的
措
置
の
多
く
は
、
狭
義
の
比
例
性
に
依
拠
し
た
基
本
権
介
入
の
前
提
要
件
で
あ
）
75
（
る
。
開

示
請
求
権
も
そ
の
例
に
漏
れ
な
）
76
（

い
。

　

も
っ
と
も
、
狭
義
の
比
例
性
は
実
効
的
な
権
利
保
護
等
も
包
摂
し
て
お
）
77
（
り
、
開
示
請
求
権
と
直
接
に
関
わ
る
の
は
実
効
的
な
基
本
権
保

護
で
あ
ろ
う
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
が
権
利
保
護
を
形
式
的
の
み
な
ら
ず
実
効
的
に
も
保
護
す
る
と
理
解
し
、

様
々
な
組
織
・
手
続
的
措
置
を
同
規
定
か
ら
導
出
し
て
き
た
。
実
効
的
と
は
権
利
保
護
が
「
空
転
」
し
な
い
こ
）
78
（
と
、
具
体
的
に
は
裁
判
所

に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
こ
と
、
裁
判
所
に
よ
る
審
査
が
包
括
的
で
あ
り
時
宜
を
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
開
示
請
求
権
や
通
知
義

務
は
第
一
の
要
請
を
具
体
化
し
た
も
の
と
さ
れ
）
79
（
る
。

　

な
お
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
ハ
ン
ブ
ル
ク
堤
防
秩
序
法
判
決
に
お
い
て
、「
実
効
的
な
権
利
保
護
は
基
本
権
そ
れ
自
体
の
本
質
的
要
素

で
あ
る
」
と
述
）
80
（
べ
、
そ
れ
以
後
実
効
的
な
権
利
保
護
を
あ
ら
ゆ
る
実
体
的
基
本
権
へ
と
拡
張
し
て
き
）
81
（
た
。
す
で
に
確
認
し
た
通
り
、
こ
れ

は
情
報
処
理
を
知
る
利
益
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
情
報
処
理
を
知
る
利
益
は
基
本
法
一
九
条
四
項
の
み
な
ら
ず
、
情
報
自
己
決
定
権

や
通
信
の
秘
密
、
住
居
の
不
可
侵
か
ら
も
導
出
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
学
説
は
手
続
基
本
権
を
実
体
的
基
本
権
へ
と
拡
張
さ
せ
る
こ
と
に

も
っ
ぱ
ら
批
判
的
で
あ
り
、
実
効
的
な
権
利
保
護
は
第
一
義
的
に
は
基
本
法
一
九
条
四
項
か
ら
生
ず
る
要
求
で
あ
っ
て
、
実
体
的
基
本
権

か
ら
生
ず
る
要
求
で
は
な
い
等
と
主
張
す
）
82
（

る
。
差
し
当
た
り
、
情
報
処
理
を
知
る
利
益
は
防
御
権
単
体
で
は
な
く
、
基
本
法
一
九
条
四
項

（
と
結
合
し
た
防
御
権
）
が
要
請
す
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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2　

公
開
性
原
則
と
透
明
性
担
保
措
置

　

情
報
処
理
を
知
る
利
益
は
、
個
人
情
報
が
原
則
と
し
て
公
開
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
（
情
報
処
理
の
公
開
性
原
則
）、
こ
れ
を
貫

徹
で
き
な
い
局
面
に
お
い
て
は
、
立
法
者
に
対
し
て
情
報
処
理
の
透
明
性
を
担
保
す
る
措
置
（
透
明
性
担
保
措
置
）
を
要
求
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
立
法
者
が
秘
密
裏
の
基
本
権
介
入
を
授
権
し
た
時
点
に
お
い
て
、
透
明
性
担
保
措
置
を
整
備
す
る
立
法
義
務
が
発
生
す
る
。

　

い
か
に
透
明
性
担
保
措
置
を
整
備
す
る
か
は
原
則
と
し
て
立
法
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
が
、
立
法
者
の
自
由
裁
量
に
丸
投
げ
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
情
報
処
理
を
知
る
個
人
の
利
益
は
、
措
置
整
備
に
お
け
る
憲
法
上
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
と
し
て
、
立
法
裁
量
を
統
制

す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
透
明
性
担
保
措
置
を
選
択
す
る
段
階
の
み
な
ら
ず
、
当
該
措
置
を
仔
細
に
形
成
す
る
段
階
に
お
い
て
も
同
様

で
あ
る
。
前
者
の
例
と
し
て
、
立
法
者
が
介
入
強
度
の
高
い
秘
密
裏
の
基
本
権
侵
害
を
授
権
す
る
場
合
に
は
、
開
示
請
求
権
で
は
な
く
通

知
義
務
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
83
（

い
。
後
者
の
例
と
し
て
、
立
法
者
が
開
示
や
通
知
を
制
限
す
る
な
ら
ば
、
情
報
処
理
を
知
る
利
益
と

対
立
す
る
利
益
を
慎
重
に
衡
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
人
の
知
る
機
会
が
十
分
に
担
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
秘
密
裏
の
情
報
処
理

は
狭
義
の
比
例
性
を
欠
く
基
本
権
介
入
と
し
て
、
あ
る
い
は
基
本
法
一
九
条
四
項
に
対
す
る
違
反
と
し
て
違
憲
と
な
る
。

　

な
お
、
本
稿
に
て
検
討
す
る
余
地
は
な
い
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
透
明
性
担
保
措
置
に
は
議
会
へ
の
報
告
義
務
、

第
三
者
機
関
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
（
監
督
的
統
制
）
等
も
含
ま
れ
、
開
示
請
求
権
や
通
知
義
務
が
十
分
に
機
能
し
得
な
い
局
面
に
お
い
て
は
、

こ
う
し
た
本
人
関
与
の
弱
い
措
置
が
重
要
な
役
割
を
占
め
る
と
さ
れ
）
84
（
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
個
別
的
な
措
置
が
散
発
的
に
要
請
さ

れ
て
い
る
と
い
う
よ
り
か
は
、
情
報
処
理
の
透
明
性
を
担
保
す
る
シ
ス
テ
ム
構
造
や
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
い
っ
た
も
の
が
憲
法
上
要
請
さ

れ
て
い
る
と
い
っ
た
方
が
よ
）
85
（

い
。
も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
複
雑
な
構
造
の
全
て
を
実
効
的
な
権
利
保
護
の
み
で
語
り
切
れ
る
の
か
は
不
明

で
あ
る
。
実
際
、
透
明
性
に
は
実
効
的
な
権
利
保
護
の
側
面
に
加
え
、
民
主
主
義
的
な
側
面
（
民
主
的
な
討
議
の
可
能
化
、
市
民
の
信
頼
の
創

出
）
も
あ
る
と
さ
れ
）
86
（

る
。
差
し
当
た
り
、
本
稿
で
は
、
本
人
関
与
の
強
い
透
明
性
担
保
措
置
は
実
効
的
な
権
利
保
護
の
具
体
化
で
あ
る
と

述
べ
る
に
と
ど
め
て
お
く
。
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㈡　

閲
覧
請
求
権

　

閲
覧
請
求
権
は
、
こ
の
よ
う
な
開
示
請
求
権
と
は
似
て
非
な
る
概
念
で
あ
る
。
閲
覧
請
求
権
は
、
自
己
情
報
に
関
す
る
処
理
（
基
本
権

介
入
）
を
認
識
し
た
う
え
で
行
使
で
き
る
点
、
憲
法
を
直
接
の
根
拠
と
し
て
主
張
で
き
る
点
等
に
お
い
て
、
開
示
請
求
権
よ
り
も
踏
み
込

ん
だ
要
請
で
あ
）
87
（
る
。

1　

閲
覧
請
求
権
の
位
置
づ
け

　

閲
覧
請
求
権
は
、
国
勢
調
査
判
決
に
お
け
る
情
報
自
己
決
定
権
を
基
礎
づ
け
た
説
示
か
ら
導
出
さ
れ
た
。
い
か
な
る
程
度
自
己
情
報
が

他
者
や
社
会
に
知
ら
れ
て
い
る
か
を
認
識
で
き
る
こ
と
が
、
自
己
情
報
の
開
示
や
利
用
に
つ
い
て
決
定
す
る
権
限
の
み
な
ら
ず
、
自
己
情

報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
限
を
も
基
礎
づ
け
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
情
報
自
己
決
定
権
か
ら
生
じ
る
要
請
で
は
な
く
、
情
報
自
己
決
定
権
に
内

在
す
る
次
元
で
あ
る
。
こ
の
点
、Voßkuhle
の
指
摘
は
正
当
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
閲
覧
請
求
権
が
情
報
自
己
決
定
権
に
内
在
す
る
次
元
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
情
報
自
己
決
定
権
の
何
に
位
置
づ
け
ら
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。
二
〇
〇
六
年
部
会
決
定
が
示
唆
し
た
よ
う
に
、
情
報
自
己
決
定
権
が
自
己
情
報
ア
ク
セ
ス
権
を
内
包
し
、
自
己
情
報
へ
の

ア
ク
セ
ス
制
限
が
情
報
自
己
決
定
権
に
対
す
る
介
入
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
己
情
報
ア
ク
セ
ス
権
は
防
御
権
で
あ
ろ
う
。
文
脈
は
異
な
る
が
、

情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
防
御
権
的
に
構
成
し
た
も
の
に
情
報
の
自
由
（Inform

ationsfreiheit, 

基
本
法
五
条
一
項
一
文
後
段
）
が
あ
）
88
（
る
。
し
か

し
、
判
例
は
自
己
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
制
限
が
基
本
権
介
入
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
断
し
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
、
閲
覧
請
求
権
を
情
報
自
己
決
定
権
の
本
源
的
給
付
請
求
権
（originäres Leistungsrecht

）
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

よ
う
。
本
源
的
請
求
権
と
は
、
国
家
に
対
し
て
手
続
等
の
制
度
の
創
設
を
要
求
す
る
権
利
で
あ
り
、
既
存
の
制
度
へ
の
参
加
を
求
め
る
派

生
的
給
付
請
求
権
（derivatives Leistungsrecht

）
と
は
区
別
さ
れ
）
89
（
る
。
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も
っ
と
も
、
本
源
的
請
求
権
は
「
個
人
が
合
理
的
に
社
会
に
要
求
で
き
る
と
い
う
意
味
で
の
可
能
性
の
留
保
の
下
」
に
置
か
）
90
（
れ
、
主
観

的
権
利
と
し
て
導
出
さ
れ
る
の
は
極
め
て
限
定
的
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
基
本
的
に
は
国
家
に
対
す
る
客
観
法
的
要
請
が
存
在
す
る
に

す
ぎ
な
）
91
（
い
。
例
え
ば
、
国
家
が
芸
術
や
劇
場
に
対
す
る
助
成
を
客
観
法
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
助
成
を
求
め
る

主
観
的
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
）
92
（

し
、
国
家
が
情
報
の
開
示
を
客
観
法
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
必
ず

し
も
プ
レ
ス
の
官
庁
や
公
共
放
送
局
等
に
対
す
る
情
報
開
示
請
求
権
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
）
93
（
い
。

　

こ
れ
に
自
己
情
報
の
閲
覧
請
求
権
を
対
応
さ
せ
れ
ば
、
国
家
は
自
己
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
保
障
を
客
観
法
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い

る
が
、
相
当
の
理
由
づ
け
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
主
観
的
権
利
と
し
て
閲
覧
請
求
権
が
導
出
さ
れ
る
と
の
ロ
ジ
ッ
ク
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
。2　

閲
覧
請
求
権
の
射
程

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
場
合
に
主
観
的
権
利
と
し
て
閲
覧
請
求
権
が
導
出
さ
れ
る
か
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
少
な
く
と

も
、
一
九
九
一
年
部
会
決
定
が
示
唆
し
て
い
た
よ
う
に
、
情
報
自
己
決
定
権
が
一
般
的
に
閲
覧
請
求
権
を
保
障
す
る
と
は
言
い
難
い
。
仮

に
情
報
自
己
決
定
権
か
ら
無
条
件
に
自
己
情
報
の
開
示
を
求
め
る
権
利
が
生
じ
る
な
ら
ば
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
わ
ざ
わ
ざ
基
本
権
介
入

の
秘
密
性
や
通
知
義
務
の
不
存
在
を
論
じ
る
必
要
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
連
邦
通
常
裁
判
所
が
展
開
し
て
き
た
、
介
護
文
書
（Pflegedokum

entation

）
の
閲
覧
請
求
権
の
論
理
を
確
認
し
よ
う
。
連

邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
は
、
老
人
ホ
ー
ム
施
設
の
入
居
者
が
自
ら
の
介
護
文
書
を
閲
覧
で
き
る
こ
と
が
確
立
し
て
い
る
。

…
…
患
者
は
原
則
と
し
て
、
法
的
争
訟
以
外
に
お
い
て
も
特
段
の
法
的
利
益
を
提
示
す
る
必
要
な
く
、
自
己
決
定
権
と
個
人
の
尊
厳
の
発
現
と
し
て
、

医
師
と
病
院
に
対
し
て
自
己
の
診
療
記
録
の
閲
覧
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
。
診
療
記
録
閲
覧
請
求
権
に
と
っ
て
重
要
な
観
点
は
、
施
設
入
居
者
が
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自
己
の
介
護
文
書
を
閲
覧
す
る
権
利
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
介
護
文
書
も
ま
た
、
入
居
者
に
関
す
る
極
め
て
個
人
的
（höchstpersönlich

）
な

記
載
を
含
ん
で
お
り
、
入
居
者
の
自
己
決
定
権
お
よ
び
人
格
権
と
強
く
抵
触
す
る
（
基
本
法
二
条
一
項
と
結
合
し
た
一
条
一
項
）。
）
94
（

　

こ
こ
で
は
、
情
報
自
己
決
定
権
に
関
す
る
言
及
が
一
切
登
場
せ
ず
、
介
護
文
書
閲
覧
請
求
権
は
診
療
記
録
閲
覧
請
求
権
の
発
展
形
と
し

て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
介
護
文
書
が
個
人
の
「
極
め
て
個
人
的
な
記
載
」
を
含
み
、
個
人
の
「
自
己
決
定
権
お
よ
び
人
格
権
と

強
く
抵
触
す
る
」
こ
と
が
閲
覧
請
求
権
の
基
礎
づ
け
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
個
人
の
自
己
決
定
に
抵
触
し
う
る
」
と
い
う

情
報
自
己
決
定
権
の
一
般
的
な
説
示
と
は
、
明
ら
か
に
濃
度
が
異
な
る
。

　

こ
れ
に
鑑
み
れ
ば
、
単
に
自
己
決
定
や
人
格
と
の
抵
触
可
能
性
を
一
般
論
と
し
て
指
摘
す
る
だ
け
で
は
、
具
体
的
権
利
と
し
て
閲
覧
請

求
権
を
導
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
閲
覧
請
求
権
を
導
出
す
る
に
は
よ
り
個
別
具
体
的
に
、
問
題
と
な
る
個
人
情
報
が
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
性
の
高
い
も
の
で
あ
り
、
個
人
の
自
己
決
定
権
や
人
格
権
と
強
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
診
療
記
録
や
介
護
文
書
の
閲
覧
請
求
権
を
自
己
決
定
権
と
個
人
の
尊
厳
か
ら
導
出
し
て
い
た
。

㈢　

中
間
総
括

　

以
上
を
総
括
す
る
。
ま
ず
、
基
本
法
一
九
条
四
項
と
結
合
し
た
防
御
権
は
、
情
報
処
理
を
知
る
個
人
の
利
益
を
保
障
す
る
。
か
か
る
利

益
は
、
情
報
処
理
の
公
開
性
原
則
と
、
透
明
性
担
保
措
置
の
整
備
を
要
求
し
、
立
法
者
が
透
明
性
担
保
措
置
を
整
備
す
る
に
あ
た
り
、
憲

法
上
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
と
し
て
立
法
裁
量
を
統
制
す
る
。

　

他
方
で
、
閲
覧
請
求
権
は
情
報
自
己
決
定
権
に
内
在
す
る
請
求
権
的
次
元
（
本
源
的
請
求
権
）
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
憲

法
か
ら
直
接
に
導
出
さ
れ
る
。
差
し
当
た
り
、
問
題
と
な
る
情
報
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
性
の
高
い
も
の
で
あ
り
、
自
己
決
定
権
や
人
格
権
と

強
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
閲
覧
請
求
権
が
導
出
さ
れ
う
る
と
い
え
よ
う
。
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七　

む
す
び
に
か
え
て

　

本
稿
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
、
そ
れ
も
情
報
自
己
決
定
権
を
前
提
と
し
た
議
論
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
稿
に
お
け
る
分
析
が

そ
の
ま
ま
わ
が
国
に
お
け
る
議
論
に
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
差
し
当
た
り
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
か
ら
は
、
次
の
よ

う
な
示
唆
を
得
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ま
ず
、
開
示
請
求
権
の
①
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
（
憲
法
三
二
条
）
と
結
合
し
た
自
由
権
（
憲
法
一
三
条
等
）
が

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
限
り
で
は
、
国
務
請
求
権
的
側
面
を
内
在
さ
せ
た
複
合
的
な
権
利
構
成
は
必
要
な
い
し
（
自
由
権
制
約
の
条
件
）、
自

己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
情
報
自
己
決
定
を
あ
え
て
強
調
す
る
必
要
も
な
い
だ
ろ
う
（
自
由
権
で
あ
れ
ば
よ
い
）。
も
っ
と
も
、
閲
覧
請
求

権
に
つ
い
て
は
、
自
己
決
定
権
（
憲
法
一
三
条
）
に
内
在
す
る
要
請
と
し
て
構
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

次
に
、
②
保
障
根
拠
に
つ
い
て
は
、
自
己
情
報
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
は
な
く
、
取
扱
い
の
適
正
さ
の
担
保
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
適
正

さ
の
担
保
と
は
、
情
報
処
理
（
自
由
権
制
約
）
が
比
例
原
則
等
を
遵
守
し
て
い
る
こ
と
を
、
裁
判
所
へ
の
出
訴
や
主
観
的
請
求
権
（
削
除

請
求
権
や
訂
正
請
求
権
等
）
の
行
使
を
通
じ
て
担
保
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
も
自
己
決
定
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
強
調
し
た
権
利
構

成
は
必
要
な
い
（
自
由
権
で
あ
れ
ば
よ
い
）。
対
し
て
、
閲
覧
請
求
権
の
保
障
根
拠
は
個
人
の
自
己
決
定
や
人
格
の
保
護
等
に
置
か
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
③
権
利
性
質
で
あ
る
が
、
開
示
請
求
権
は
抽
象
的
権
利
で
あ
る
。
抽
象
的
権
利
と
は
情
報
処
理
を
知
る
個
人
の
利
益
（
自
由
権

制
約
を
知
る
利
益
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
利
益
を
い
か
に
具
体
化
す
る
か
は
立
法
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
開
示
請
求
権
と
い
う

形
態
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
の
は
、
情
報
処
理
の
公
開
性
原
則
と
、
透
明
性
担
保
措
置

の
整
備
義
務
で
あ
る
。
ま
た
、
知
る
利
益
の
根
拠
は
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
結
合
し
た
自
由
権
で
あ
る
か
ら
、
抽
象
的
権
利
と
い
っ
て
も
、

社
会
権
で
あ
る
生
存
権
と
は
性
質
を
異
に
す
る
だ
ろ
う
。
対
し
て
、
閲
覧
請
求
権
は
具
体
的
権
利
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
防
御
権
で
は
な
く
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（
そ
の
よ
う
な
論
理
構
成
も
あ
り
得
な
く
は
な
い
が
）、
国
務
請
求
権
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
④
裁
量
統
制
に
つ
い
て
は
、
立
法
者
が
秘
密
裏
の
自
由
権
制
約
を
授
権
す
る
時
点
で
、
抽
象
的
権
利
（
情
報
処
理
を
知
る
利

益
）
を
具
体
化
す
る
義
務
（
透
明
性
担
保
措
置
の
整
備
義
務
）
が
発
生
す
る
。
透
明
性
担
保
措
置
に
は
開
示
請
求
権
や
通
知
義
務
、
議
会
へ

の
報
告
義
務
や
第
三
者
機
関
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
等
が
あ
る
が
、
い
か
に
透
明
性
担
保
措
置
を
整
備
す
る
か
は
原
則
と
し
て
立
法
裁
量
に
委

ね
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
情
報
処
理
を
知
る
個
人
の
利
益
が
措
置
整
備
に
お
け
る
憲
法
上
の
ベ
ー
ス
ラ
イ
ン
と
し
て
立
法
裁
量
を
統
制
す

る
う
え
、
か
か
る
統
制
は
立
法
者
が
透
明
性
担
保
措
置
を
選
択
す
る
段
階
の
み
な
ら
ず
、
選
択
し
た
措
置
を
仔
細
に
形
成
す
る
段
階
に
も

及
ぶ
。
知
る
利
益
が
十
分
に
担
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
情
報
処
理
は
比
例
性
を
欠
く
自
由
権
制
約
と
し
て
、
あ
る
い
は
裁
判
を
受
け
る

権
利
に
対
す
る
違
反
と
し
て
違
憲
と
な
る
。

　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
を
参
照
す
れ
ば
以
上
の
よ
う
な
示
唆
が
得
ら
れ
る
が
、
課
題
も
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
こ
の
論
理
は

対
国
家
的
防
御
権
で
あ
る
情
報
自
己
決
定
権
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
私
人
間
に
お
け
る
開
示
請
求
に
つ
い
て
は
論
理
構
成
が

異
な
る
。
次
に
、
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
実
効
的
な
権
利
保
護
を
保
障
す
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
か
も
問
題
で
あ
）
95
（

る
。

法
制
度
上
の
開
示
請
求
権
（
個
人
情
報
保
護
法
七
六
条
一
項
）
に
比
し
て
、
憲
法
上
の
要
請
の
射
程
が
狭
い
こ
と
も
課
題
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

本
稿
の
関
心
か
ら
は
外
れ
る
が
、
透
明
性
を
担
保
す
る
シ
ス
テ
ム
構
造
や
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
全
て
を
実
効
的
な
権
利
保
護
の
み
で
語
り

切
れ
る
か
も
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
引
き
続
き
今
後
の
筆
者
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

〔
付
記
〕　

本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（22KJ2713

）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
）  

阪
本
昌
成
『
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
論
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
八
六
年
）
九
頁
以
下
、
土
井
真
一
「
国
家
に
よ
る
個
人
の
把
握
と
憲
法
理
論
」

公
法
研
究
七
五
号
（
二
○
一
三
年
）
一
四
頁
、
曽
我
部
真
裕
「
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
は
基
本
権
か
？
」
憲
法
研
究
三
号
（
二
○
一
八
年
）

七
六
頁
以
下
、
音
無
知
展
『
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
の
再
構
成
：
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
か
ら
適
正
な
自
己
情
報
の
取
扱
い
を
受
け
る
権
利
へ
』
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（
有
斐
閣
、
二
○
二
一
年
）
二
一
四
頁
。

（
2
）  

芦
部
信
喜
『
憲
法
学
Ⅱ 

人
権
総
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）
三
八
二
頁
。

（
3
）  

山
本
龍
彦
「
自
己
情
報
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
に
つ
い
て
」
憲
法
研
究
四
号
（
二
○
一
九
年
）
五
四
頁
。

（
4
）  
佐
藤
幸
治
『
現
代
国
家
と
人
権
』（
有
斐
閣
、
二
○
○
八
年
）
四
三
九
頁
、
土
井
・
前
掲
注
（
1
）
一
九
頁
、
芦
部
・
前
掲
注
（
2
）
三
八
二

頁
、
音
無
・
前
掲
注
（
1
）
二
○
七
頁
以
下
。

（
5
）  
差
し
当
た
り
、
山
本
・
前
掲
注
（
3
）
五
六
、
五
九
頁
を
参
照
。

（
6
）  

曽
我
部
・
前
掲
注
（
1
）
七
七
頁
。

（
7
）  

小
山
剛
「
住
基
ネ
ッ
ト
訴
訟

―
単
純
個
人
情
報
の
憲
法
上
の
保
護
」
長
谷
部
恭
男
編
『
論
究
憲
法

―
憲
法
の
過
去
か
ら
未
来
へ
』（
有
斐

閣
、
二
○
一
七
年
）
二
二
一
頁
以
下
。

（
8
）  

佐
藤
・
前
掲
注
（
4
）
四
三
九
頁
、
土
井
・
前
掲
注
（
1
）
一
六
、
一
九
頁
、
芦
部
・
前
掲
注
（
2
）
三
八
二
頁
以
下
。

（
9
）  

竹
中
勳
「
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
権
利
」
高
橋
和
之
＝
大
石
眞
編
『
憲
法
の
争
点
（
第
三
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）
七
三
頁
。

（
10
）  

棟
居
快
行
『
憲
法
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
（
第
三
版
）』（
日
本
評
論
社
、
二
○
○
六
年
）
六
三
頁
。

（
11
）  

佐
藤
・
前
掲
注
（
4
）
五
○
二
頁
、
土
井
・
前
掲
注
（
1
）
一
六
頁
、
竹
中
・
前
掲
注
（
9
）
七
三
頁
。

（
12
）  

曽
我
部
真
裕
「
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
45
条
1
項
の
適
用
除
外
に
つ
い
て
」
立
命
館
法
学
五
・
六
号
（
二
○
二
○
年
）
四
三
六
頁
以
下
、

音
無
知
展
「
判
批
」
新
・
判
例
解
説W

atch
二
九
号
（
二
○
二
一
年
）
三
八
頁
以
下
。

（
13
）  

州
憲
法
上
に
開
示
請
求
権
を
規
定
す
る
の
は
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
州
、
ブ
レ
ー
メ
ン
州
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
・
フ
ォ
ア
ポ
ン
メ
ル
ン
州
、
ラ
イ

ン
ラ
ン
ト
・
フ
ァ
ル
ツ
州
、
ザ
ク
セ
ン
・
ア
ン
ハ
ル
ト
州
お
よ
び
チ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
州
で
あ
る
。W

alter Rudolf, Recht auf inform
ationelle 

Selbstbestim
m
ung, in: M

erten/Papier （H
rsg.

）, H
andbuch der G

rundrechte in D
eutschland und Europa, Bd. IV, 2011, 

§ 90 Rn. 
47.

（
14
）  BVerfG

E 65, 1 （43

）.

（
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）  BVerfG

E 65, 1 （70

）.

（
16
）  

詳
細
な
事
案
概
要
に
つ
い
て
は
、
小
山
剛
「『
戦
略
的
監
視
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と
情
報
自
己
決
定
権
」
法
学
研
究
七
九
巻
六
号
（
二
○
○
六
年
）
一
頁
以
下
を

参
照
。

（
17
）  BVerfG

E 100, 313 （328, 332 ff.

）.



法学政治学論究　第138号（2023.9）

84

（
18
）  BVerfG

E 100, 313 （359

）.

（
19
）  BVerfG

E 100, 313 （361

）.
（
20
）  BVerfG

E 100, 313 （361

）.
（
21
）  BVerfG

E 100, 313 （364

）.
（
22
）  BVerfG

E 100, 313 （397 ff.

）.

（
23
）  BVerfG

E 101, 106 （115

）.

（
24
）  BVerfG

E 101, 106 （122

）.

（
25
）  BVerfG, N

V
w
Z 2001, 185 （185

）.

（
26
）  BVerfG

E 109, 279 （292

）.

（
27
）  BVerfG

E 109, 279 （363 f.

）.

（
28
）  BVerfG

E 109, 279 （363 ff.
）.

（
29
）  BVerfG

E 118, 168 （207 f.
）.

（
30
）  BVerfG

E 118, 168 （210

）.

（
31
）  

詳
細
な
事
案
概
要
に
つ
い
て
は
、BVerfG, N

JW
 2008, 2099 （2099

）
を
参
照
。

（
32
）  BVerfG, N

JW
 2008, 2099 Rn. 60. 

（
33
）  BVerfG, N

JW
 2008, 2099 Rn. 61.

（
34
）  BVerfG, N

JW
 2008, 2099 Rn. 62.

（
35
）  BVerfG, N
JW
 2008, 2099 Rn. 67 f.

（
36
）  BVerfG, N

JW
 2008, 2099 Rn. 69 ff.

（
37
）  BVerfG, N

JW
 2008, 2099 Rn. 72.

（
38
）  BVerfG, N

JW
 2008, 2099 Rn. 73 ff.

（
39
）  BVerfG, N

JW
 2008, 2099 Rn. 76.

（
40
）  BVerfG, N

JW
 2008, 2099 Rn. 77.

（
41
）  BVerfG, N

JW
 2008, 2099 Rn. 79.



個人情報の開示請求権に関する憲法学的考察

85

（
42
）  BVerfG, N

JW
 2008, 2099 Rn. 102 ff.

（
43
）  BVerfG, Beschl. v. 17.11.1992 ‒ 2 BvR 1570/89, Rn. 3.

（
44
）  BVerfG, Beschl. v. 17.11.1992 ‒ 2 BvR 1570/89, Rn. 4.

（
45
）  BVerfG, N

JW
 1999, 1777 （1777

）.
（
46
）  BVerfG, N

JW
 1999, 1777 （1777

）.

（
47
）  BVerfG, N

JW
 1999, 1777 （1778

）.

（
48
）  BVerfG, N

JW
 2006, 1116 Rn. 21 ff.

（
49
）  BVerfG, N

JW
 2006, 1116 Rn. 24.

（
50
）  BVerfG, N

JW
 2006, 1116 Rn. 28.

（
51
）  BVerfG, N

JW
 2006, 1116 Rn. 25.

（
52
）  BVerfG, N

JW
 2006, 1116 Rn. 26.

（
53
）  BVerfG, N

JW
 2006, 1116 Rn. 27.

（
54
）  BVerfG, N

JW
 2006, 1116 Rn. 34 ff.

（
55
）  BVerfG, N

JW
 2017, 1014 Rn. 16 f.

（
56
）  BVerfG, N

JW
 2017, 1014 Rn. 20.

（
57
）  BVerfG, N

JW
 2017, 1014 Rn. 24.

（
58
）  Rudolf 

（Fn. 13

）, 

§ 90 Rn. 49; H
eckm

ann/Paschke, in: Stern/Sodan/M
östel, D

as Staatsrecht der Bundesrepublik D
eutschland, 

Bd. IV, 2. Aufl., 2022, 

§ 103 Rn. 13.

（
59
）  Kingreen/Poscher, G

rundrechte Staatsrecht II, 38. Aufl., 2022, Rn. 539. 

（
60
）  Friedhelm

 H
ufen, Staatsrecht II G

rundrechte, 10. Aufl., 2023, 

§ 12 Rn. 17.

（
61
）  Sim

itis/Fuckner, Inform
ationelle Selbstbestim

m
ung und „staatliches G

eheim
haltungsinteresse

“, N
JW
 1990, 2713 （2717

）.

（
62
）  Rudolf （Fn. 13

）, 

§ 90 Rn. 46 ff. 

（
63
）  Klaus G

lobig, D
er Auskunftsanspruch des Betroffenen als G

rundrecht, in: Arndt/Knem
eyer/ Kugelm

ann/M
eng/Schw

eitzer 

（H
rsg.

）, Völkerrecht und deutsches Recht: Festschrift für W
alter Rudolf zum

 70. G
eburtstag, 2001, S. 441 （446 ff.

）.



法学政治学論究　第138号（2023.9）

86

（
64
）  Jörn Ipsen, Staatsrecht II, 24. Aufl., 2021, Rn. 321. 

（
65
）  Rudolf （Fn. 13

）, 

§ 90 Rn. 49.
（
66
）  Eugen Ehm

ann, Krim
inalpolizeiliche Sam

m
lungen und Auskunftsanspruch des Betroffenen, CR 1988, 575 （575 f.

）.
（
67
）  M

arion Albers, Die Determ
ination polizeilicher Tätigkeit in den Bereichen der Straftatenverhütung und der Verfolgungsvorsorge, 

2001, S. 236 ff.

（
68
）  G

ola/Schom
erus, BD

SG, 6. Aufl., 1997, 

§ 19 N
r. 1. 1.

（
69
）  U

do D
i Fabio, in: D

ürig/H
erzog/Scholz, G

G, Stand 39. Lfg. Juli 2001, Art. 2 Abs. 1 Rn. 178; G
lobig （Fn. 63

）, S. 452 f.

（
70
）  G

errit M
anssen, Staatsrecht II, 19. Aufl., 2022, Rn. 309.

こ
れ
に
対
し
、
診
療
記
録
閲
覧
請
求
権
等
を
防
御
権
か
ら
生
ず
る
要
請
と
解

し
、
出
自
を
知
る
権
利
と
は
区
別
す
る
見
解
と
し
て
、H
orst D

reier, in: D
reier （H

rsg.

）, G
G, Bd. I, 3. Aufl., 2013, Art. 2 I Rn. 95

を
参

照
。

（
71
）  Gabriele M

üller, D
as Akteneinsichtsrecht des Patienten nach dem

 Patientenrechtegesetz und seine postm
ortale W

ahrnehm
ung 

durch D
ritte, ZEV

 2014, 401 （401

）.

（
72
）  A

ndreas Voßkuhle, Stabilität, Zukunftsoffenheit und V
ielfaltssicherung, JZ 2009, 917 （920

）.

（
73
）  Bum

ke/Voßkuhle, Casebook Verfassungsrecht, 7. Aufl., 2015, Rn. 174 ff.

（
74
）  Kingreen/Poscher （Fn. 59

）, Rn. 144; Bum
ke/Voßkuhle （Fn. 73

）, Rn. 175 ff. 

（
75
）  Bum

ke/Voßkuhle （Fn. 73

）, Rn. 405.

（
76
）  Claudio Franzius, D

as Recht auf inform
ationelle Selbstbestim

m
ung, ZJS 2015, 259 

（262

）; U
lf Buerm

eyer, Inform
ationelle 

Selbstbestim
m
ung und effektiver Rechtsschutz im

 Strafvollzug, 2019, S. 185.

（
77
）  BVerfG
E 125, 260 （325

）; 133, 277 （365

）.

（
78
）  BVerfG

E 96, 27 （39

）.

（
79
）  Kingreen/Poscher （Fn. 59

）, Rn. 1345 ff.

（
80
）  BVerfG

E 24, 367 （401

）.

（
81
）  H

erbert Bethge, G
rundrechtsverw

irklichung und G
rundrechtssicherung durch O

rganisation und Verfahren, N
JW
 1982, 1 （5

）; 
M
ichael D

olderer, O
bjektive G

rundrechtsgehalte, 2000, S. 242. 

笹
田
栄
司
『
実
効
的
基
本
権
保
障
論
』（
信
山
社
、
一
九
九
三
年
）
一
七



個人情報の開示請求権に関する憲法学的考察

87

○
頁
以
下
も
参
照
。

（
82
）  Bethge, N

JW
 1982, 1 （7

）; D
olderer （Fn. 81

）, S. 243.
（
83
）  BVerfG

E 118 168 （210

）; 150, 244 （302

）; 155, 119 （226

）.
（
84
）  BVerfG

E 133, 277 （365 ff.

）; 141, 220 （282 ff.

）. 

な
お
、
実
効
的
な
権
利
保
護
の
観
点
か
ら
第
三
者
機
関
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
に
言
及
し
た

も
の
に
、
小
山
剛
「„im

 Rahm
en des Rechtsstaates

“ 

―
『
法
治
国
家
の
枠
内
に
お
い
て
』」
大
沢
秀
介
＝
小
山
剛
編
『
自
由
と
安
全

―

各
国
の
理
論
と
実
務
』（
尚
学
社
、
二
○
○
九
年
）
二
三
四
頁
。

（
85
）  

シ
ス
テ
ム
構
造
や
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
つ
い
て
は
、
山
本
・
前
掲
注
（
3
）
四
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
86
）  BVerfG

E 133, 277 （366 f.

）; 141, 220 （282

）.

（
87
）  V

gl. G
lobig （Fn. 63

）, S. 452.

（
88
）  H

ufen （Fn. 60

）, 
§ 26 Rn. 4.

（
89
）  Volker Epping, G

rundrechte, 8. Aufl., 2019, Rn. 16 ff.

（
90
）  BVerfG

E 33, 303 （333
）; Kingreen/Poscher （Fn. 59

）, Rn. 186.

（
91
）  M

atthias Knauff, D
er Gew

ährleistungsstaat: Reform
 der D

aseinsvorsorge, 2004, S. 186; Kingreen/Poscher （Fn. 59

）, Rn. 184 f.

（
92
）  BVerfG

E 36, 321 （331 f.

）; 81, 108 （115 f.

）; BVerw
G, N

JW
 1980, 718 （718

）; Kingreen/Poscher （Fn. 59

）, Rn. 185.

（
93
）  BVerw

G, N
JW
 1985, 1655 （1656

）; Kingreen/Poscher （Fn. 59

）, Rn. 185.

（
94
）  BG

H
, U
rteil v. 23.03.2010 - V

I ZR 249/08, Rn. 12.

（
95
）  

憲
法
三
二
条
が
基
本
法
一
九
条
四
項
の
よ
う
に
実
効
的
な
権
利
保
護
を
包
含
す
る
と
の
分
析
に
、
笹
田
・
前
掲
注
（
81
）
三
二
九
頁
以
下
が
あ

る
。



法学政治学論究　第138号（2023.9）

88

石
原　

悠
大
（
い
し
は
ら　

ゆ
う
た
）

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
（
Ｄ
Ｃ
１
）

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会　
　

ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
、
全
国
憲
法
研
究
会

専
攻
領
域　
　

憲
法
、
情
報
法

主
要
著
作　
　
「
統
治
論
と
し
て
の
情
報
権
力
分
立
原
則
の
理
論
と
限
界

―
統
治
論
か
ら
基
本
権

論
へ
の
理
論
的
転
換
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一
三
五
号
（
二
○
二
二
年
）


